
 



 

  



 

 

計画の策定にあたって 
 

 

 

急速な少子化の進行や待機児童問題の深刻化など、わが国におけ

る子ども・子育てに関する様々な課題の解決に向けて、平成 27 年４

月から子ども・子育て支援新制度がスタートしました。 

本市では、平成 27 年に浅口市子ども・子育て支援事業計画を策定

し、認定こども園の移行・設置の推進により待機児童対策に取り組

むとともに、放課後児童クラブの施設整備を進めるなど、教育・保育

の量と質の向上や地域の子ども・子育て支援の充実を図ってまいり

ました。 

一方で、人口減少の進展は厳しさを増し、核家族化の進行や地域のつながりの希薄化などを背景

に、子育てに不安や孤独を感じる家庭への支援や地域と行政が一体となって子育て家庭を支える体

制づくりなど、新たな課題への対応が求められています。 

このような状況の中、本市の子ども・子育て支援をより一層推進するため、令和２年度から令和

６年度までを計画期間とする第２期浅口市子ども・子育て支援事業計画（あさくち子ども Star プラ

ン）を策定しました。この計画では、当面５年間で重点的に取り組むべき施策を重点戦略として新

たに設定するとともに、キラリと輝く子育て環境を創りあげるべく、本市のキャッチコピーを“子

育てキラ星のまち”と設定しました。 

“子育てキラ星のまち”浅口市の実現には、行政はもちろんのこと、関係機関や保護者・地域の皆

様との協働による取組みが不可欠です。浅口市の未来を担う子どもたちの健やかな成長のため、皆

様方の一層のご理解とご協力をお願いいたします。 

結びに、本計画の策定にあたり、ご尽力をいただいた子ども・子育て会議委員の皆様をはじめ、ア

ンケート調査やパブリックコメントなどを通じて、貴重なご意見やご提言をいただきました市民の

皆様に心よりお礼を申し上げます。 

 

令和２年３月 
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第１章 

はじめに 
 

 

 

★ 第１節 計画策定の背景 ★ 

わが国では、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される環境の整備を図ることを目的

に、次世代育成支援対策推進法を制定し、地方公共団体や事業主による行動計画の策定が明記されるな

ど、次世代育成支援対策を推進してきました。 

一方で、少子化の進行には歯止めがかからず、待機児童の拡大や子ども・子育て支援の質と量が不十分

といった新たな課題が生じたため、国はこの課題への対応として「子ども・子育て関連３法」を制定し、

これに基づく子ども・子育て支援新制度が平成 27 年４月からスタートしました。 

子ども・子育て支援新制度では、「質の高い幼児期の教育・保育の総合的な推進」「保育の量的拡大、

教育・保育の質的改善」「地域の子ども・子育て支援の充実」を目的に、認定こども園の普及・設置促進

や、保育所、幼稚園、認定こども園を通じた共通の給付の創設、子育ての相談や親子が交流する場、一時

的に預かってもらえる場といった地域の子育て支援の充実を図るよう、制度設計が進められました。 

また、子ども・子育て支援事業計画の策定が各市町村に義務づけられ、浅口市においても、「希望ある

未来へ 子どもとともに育つまち」を基本理念とし、幼児期の教育・保育事業や地域子ども・子育て支援

事業の量の見込みや確保の方策、そのほか子ども子育て支援施策を幅広く定めた「浅口市子ども・子育て

支援事業計画（以下、「１期計画」という。）」を平成 27 年３月に策定し、子育て支援施策を推進して

きました。 

この１期計画が、令和２年３月をもって計画期間を終了するため、これまで取り組んできた施策の評価

や見直し、社会状況の変化や新たな課題を踏まえた施策の検討を行い、令和２年度から令和６年度を計

画期間とする第２期浅口市子ども・子育て支援事業計画（以下、「２期計画」という。）を策定します。 

 

★ 第２節 計画の位置づけと関連計画 ★ 

（１）計画の位置づけと性格 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」です。ま

た、次世代育成支援対策推進法第８条に基づく「市町村行動計画」としても位置付け、母子の健康確保

や教育環境の整備、良好な居住環境の確保等の次世代育成支援に係る取組・施策を定めるものとしま

す。  
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（２）関連計画の整理 

計画の推進にあたっては、各計画との連携を十分に考慮し、新たな課題や環境の変化にも対応できる

よう、柔軟に計画を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

浅口市総合計画 

浅口市まち・ひと・しごと創生総合戦略きっと☆ずっと☆あさくち 

浅口市子ども・子育て支援事業計画 

浅口市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 

浅口市障害者計画及び障害福祉計画及び障害児福祉計画 

浅口市健康・食育推進計画 

浅口市地域福祉計画（保健・福祉関連計画の上位計画） 

男女共同参画基本計画 

・
子
ど
も
・
子
育
て
関
連
３
法 

・
子
ど
も
子
育
て
支
援
新
制
度 

整合 

【教育関連の基本方針及び計画】 

・浅口市総合教育会議  ・教育行政の基本方針 

・浅口市いじめ問題対策基本方針 ・浅口市子どもを育む行動計画 

・浅口市子ども読書活動推進計画  

地域防災計画 

整
合
・
連
携 
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★ 第３節 計画の期間 ★ 

令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とします。なお、社会情勢の変化や国の制度の変

更、市民ニーズ等に対応するため、計画期間の中間年度（令和４年度）を目安として、計画の見直しを検

討します。 

 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

          

 

 

★ 第４節 計画の策定体制 ★ 

（１）アンケート調査の実施 

２期計画の策定にあたり、子育て支援サービスの利用状況や今後の利用希望、ご意見等を把握するた

めアンケート調査を実施しました。 

 

■実施概要 

項目 就学前児童の世帯用調査 就学児童の世帯用調査 

調査対象者 
浅口市在住の就学前児童 

の全保護者 

浅口市在住の就学児童（小学生）

の全保護者 

調査数 

1,435 名 

※うち、①市内就園児 942 名、②市外就

園児 9 名、③未就園児 484 名 

1,666 名 

※うち、①市内就学児 1,652 名、②市外

就学児 14 名 

調査方法 
①園を通じて配付・回収 

②、③郵送配付・回収 

①小学校を通じて配付・回収 

②郵送配付・回収 

調査期間 

平成 31 年１月８日（火）～ 

平成 31 年１月 24 日（木） 

※猶予期間として２月 13 日までに回収した

ものは集計に含む 

平成 31 年１月８日（火）～ 

平成 31 年１月 24 日（木） 

※猶予期間として２月 13 日までに回収した

ものは集計に含む 

調査票回収数 
1,233 件 

※うち、①908 件、②、③325 件 

1,569 件 

※うち、①1,562 件、②7 件 

回収率 
85.9％ 

※うち、①96.4%、②、③65.9% 

94.2％ 

※うち、①94.6%、②50.0% 

  

 
計画策定 第 2 期浅口市子ども・子育て支援事業計画 

 評価・検証 第3期計画 
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（２）「幼児教育・保育のこれからを考えるワークショップ」の実施 

幼児期の学校教育・保育の充実に向けた具体的な取組みの検討を行うため、園関係者による意見交換

を行いました（実施結果については後述）。 

 
■実施概要 

日 時 令和元年５月 25 日（土）13：30～16：30 

会 場 浅口市ふれあい交流館サンパレア 

参加者 市内の保育所・幼稚園・認定こども園の園長・保育士・教諭・保育教諭 30 人 

 

（３）浅口市子ども・子育て会議による審議 

計画内容の検討にあたっては、学識経験者、教育・保育事業者、地域の子育て関係団体・機関、議会

関係者、医療分野に係る団体等及び子育て当事者で組織する「浅口市子ども・子育て会議」において、

計６回の審議を行い、幅広い意見の集約と調整を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）パブリックコメントの実施 

計画内容に対する意見を市民から聴取し計画に反映させるため、計画案を公表し、パブリックコメン

トを実施しました。令和２年１月 10 日から令和２年１月 28 日までを募集期間として実施した結果、

18 件のご意見をいただき、浅口市子ども・子育て会議での審議を経て、一部、計画内容を修正しまし

た。 

 

（５）庁内策定体制 

本計画は、子育て支援施策を推進するための指針となるものであり、福祉、保健、医療、教育、住宅、

労働、まちづくりなど、幅広い分野にわたる施策を総合的かつ効果的に推進する必要があります。 

そのため、教育委員会事務局各課、健康推進課、社会福祉課などの関係部局との検討・連携や緊密な

調整を行いながら、全庁的な策定体制で取り組みました。 
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第２章 

子どもと子育て家庭等を 

取り巻く現状 
 

 

 

★ 第 1節 浅口市の現状 ★ 

（１）人口構成 

平成 31 年４月１日現在の浅口市の総人口は 34,400 人、0～14 歳の年少人口は 3,800 人となってい

ます。全体に占める年少人口及び生産年齢人口の割合は減少傾向で推移しており、高齢者人口割合が平

成 31 年４月１日現在で 36.0％と、少子高齢化が進行しています。 
 

 
 

区分 単位 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 

年少人口（0～14 歳） 
人 4,052 3,970 3,903 3,859 3,800 

割合 11.4% 11.3% 11.1% 11.1% 11.0% 

生産年齢人口（15～64 歳） 
人 19,357 18,971 18,723 18,400 18,199 

割合 54.5% 53.8% 53.5% 53.1% 52.9% 

高齢者人口（65 歳以上） 
人 12,133 12,304 12,395 12,376 12,401 

割合 34.1% 34.9% 35.4% 35.7% 36.0% 

計 人 35,542 35,245 35,021 34,635 34,400 

資料：住民基本台帳 各年４月１日現在  

571

647

787

781

756

667

722

910

1,095

1,211

1,054

993

1,048

1,261

1,460

1,176

801

482

201

43

3

01,0002,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
【男性】

人
471

651

673

753

726

679

727

817

1,023

1,216

1,000

925

1,096

1,464

1,518

1,361

1,060

890

464

185

32

0 1,000 2,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上
【女性】

人

■人口構成 

（平成 31 年４月 1 日現在） 

総人口 34,400 人 

男性 
16,669 人 

（48.5％） 

女性 
17,731 人 

（51.5％） 
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（２）人口動態 

① 自然動態 

過去５年間の出生・死亡者数は、出生数がほぼ横ばい、死亡者数が増加傾向で推移しています。すべ

ての年で死亡者数が出生数を 300 人前後上回る「自然減」となっています。 

 

 
資料：人口動態統計 

 

② 社会動態 

過去５年間の転入・転出者数は、転入・転出ともにほぼ横ばいで推移しています。社会増減は、増減

を繰り返していますが、平成 28 年及び平成 30 年は転入数が転出数を上回る「社会増」となっていま

す。 

 

 
資料：人口動態統計 

  

177 195 166 191 175

△ 469 △ 463 △ 471 △ 485 △ 503

△ 292 △ 268 △ 305 △ 294 △ 328
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転入・転出（人） 社会増減（人）
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（３）出生数と合計特殊出生率 

近年の出生数と合計特殊出生率は、出生数が増減を繰り返しながら推移し、平成 29 年は 191 人と

なっています。合計特殊出生率は、県や全国平均を下回り、平成 29 年は 1.38 となっています。 

 

資料：岡山県衛生統計年報 

（４）女性の労働力率 

女性の労働力率（15 歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合）は、出産や子

育て期に当たる 30 歳代前後で労働力率が低下する「M 字カーブ」の谷間が見られます。平成 27 年で

は平成 17 年と比べると、30 歳代で 7 ポイント以上増加したこともあり、M 字カーブの谷間は浅くな

っています。これは、結婚・出産した後も働き続ける女性が増えたことによるものと考えられます。 

 

 
単位：% 15～19 歳 20～24 歳 25～29 歳 30～34 歳 35～39 歳 40～44 歳 45～49 歳 50～54 歳 55～59 歳 60～64 歳 65 歳以上 

浅口市 12.8 69.3 80.0 73.8 78.2 81.3 81.6 78.7 67.2 42.6 12.0 

岡山県 14.8 68.3 80.7 73.6 74.6 78.8 80.7 78.5 70.8 52.3 33.6 

全国 14.7 69.5 81.4 73.5 72.7 76.0 77.9 76.2 69.4 52.1 33.8 

資料：国勢調査 ※「労働力人口（不詳除く）／人口」で算出  

196 177 195 166 191

1.23 1.18

1.30
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1.43 1.42
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（５）幼児教育・保育施設の利用状況 

① 施設別の利用児童の推移 

 

■平成 27年度（４月１日現在） 

保育所６園、幼稚園６園が運営されています。５歳児をみると 64.0%が幼稚園を利用、34.9％が保育

所を利用しています。 

 

 

年度 平成 27 年度（平成 27 年 4 月 1 日時点） 

利用率 年齢 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 
計 

認定区分 3 号 3 号 3 号 2 号 1 号 2 号 1 号 2 号 1 号 

保
育
所 

私立 三和保育園 11 25 31 25   27   27   146 

531 61.3% 

私立 敬親保育園 5 16 23 20   20   19   103 

私立 敬親かもがた保育園 7 17 21 21   16   17   99 

私立 聖華保育園 5 12 14 12   14   13   70 

公立 竜南保育園 4 6 11 9   11   7   48 

公立 寄島西保育所 4 13 12 16   13   7   65 

幼
稚
園 

私立 金光学園幼稚園         29   14   17 60 

335 38.7% 

公立 金光幼稚園     0  32  45 77 

公立 鴨方東幼稚園         0   34   31 65 

公立 鴨方西幼稚園         0   17   25 42 

公立 六条院幼稚園         0   35   31 66 

公立 寄島幼稚園         0   9   16 25 

計 36 89 112 
103 29 101 141 90 165 

866   
132 242 255 

児童数 176 198 244 238 253 258 1,367   

就園率 20.5% 44.9% 45.9% 55.5% 95.7% 98.8% 63.4%   

 

  

20.5%

44.9% 45.9% 43.3% 39.9% 34.9%0.0%

0.0% 0.0% 12.2%

55.7% 64.0%

0.0%

0.0% 0.0%
0.0%

0.0% 0.0%

79.5%

55.1% 54.1%
44.5%

4.3% 1.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

保育所 幼稚園 認定こども園 在宅、認可外保育施設等を利用

≪平成27年度（平成27年4月1日時点）≫
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■平成 28年度（４月１日現在） 

金光学園幼稚園が金光学園こども園に、寄島幼稚園と寄島西保育所が寄島こども園に移行し、保育所

５園、幼稚園４園、認定こども園２園が運営されています。５歳児をみると約半数が幼稚園を利用、

33.1％が保育所、認定こども園を 14.8％が利用しています。 

 

 

 

年度 平成 28 年度（平成 28 年 4 月 1 日時点） 

利用率 年齢 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 
計 

認定区分 3 号 3 号 3 号 2 号 1 号 2 号 1 号 2 号 1 号 

保
育
所 

私立 三和保育園 7 25 26 30   29   26   143 

441 50.0% 

私立 敬親保育園 5 10 13 24   20   19   91 

私立 敬親かもがた保育園 6 16 18 22   19   19   100 

私立 聖華保育園 3 14 14 15   8   11   65 

公立 竜南保育園 1 7 8 12   4   10   42 

幼
稚
園 

公立 金光幼稚園         0   27   34 61 

258 29.3% 
公立 鴨方東幼稚園         0   41   39 80 

公立 鴨方西幼稚園         0   11   16 27 

公立 六条院幼稚園         27   26   37 90 

認
定 

こ
ど
も
園 

私立 金光学園こども園 2 2 3 10 21 5 22 0 13 78 
183 20.7% 

公立 寄島こども園 2 10 19 13 7 15 14 16 9 105 

計 26 84 101 
126 55 100 141 101 148 

882   
181 241 249 

児童数 205 195 200 245 249 257 1,351   

就園率 12.7% 43.1% 50.5% 73.9% 96.8% 96.9% 65.3%   

 

  

10.7%

36.9% 39.5% 42.0%
32.1% 33.1%

0.0%

0.0% 0.0%
11.0%

42.2% 49.0%

2.0%

6.2%
11.0%

20.8%

22.5% 14.8%

87.3%

56.9% 49.5%

26.1%

3.2% 3.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

保育所 幼稚園 認定こども園 在宅、認可外保育施設等を利用

≪平成28年度（平成28年4月1日時点）≫
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■平成 29年度（４月１日現在） 

浅口はちまん認定こども園が新設され、六条院幼稚園が六条院こども園に移行し、保育所５園、幼稚

園３園、認定こども園４園が運営されています。５歳児をみると保育所、幼稚園、認定こども園の各施

設を利用する割合がどれも３割台前半となっています。 

 

 

 

年度 平成 29 年度（平成 29 年 4 月 1 日時点） 

利用率 年齢 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 
計 

認定区分 3 号 3 号 3 号 2 号 1 号 2 号 1 号 2 号 1 号 

保
育
所 

 

私立 三和保育園 5 27 28 28   27   31   146 

417 46.7% 

私立 敬親保育園 3 14 15 14   23   19   88 

私立 敬親かもがた保育園 4 14 13 20   18   20   89 

私立 聖華保育園 3 10 19 11   15   7   65 

公立 竜南保育園 0 2 8 7   8   4   29 

幼
稚
園 

公立 金光幼稚園         0   25   28 53 

140 15.7% 公立 鴨方東幼稚園         0   25   42 67 

公立 鴨方西幼稚園         0   7   13 20 

認
定
こ
ど
も
園 

私立 金光学園こども園 2 14 6 5 21 14 21 7 22 112 

335 37.6% 
私立 浅口はちまん認定こども園 3 14 12 8 7 4 2 0 0 50 

公立 六条院こども園       6 13 11 21 14 16 81 

公立 寄島こども園 2 6 12 17 6 18 3 15 13 92 

計 22 101 113 
116 47 138 104 117 134 

892   
163 242 251 

児童数 159 220 205 205 251 260 1,300   

就園率 13.8% 45.9% 55.1% 79.5% 96.4% 96.5% 68.6%   

 

  

9.4%
30.5%

40.5% 39.0% 36.3% 31.2%
0.0%

0.0%
0.0% 0.0%

22.7% 31.9%

4.4%

15.5%
14.6%

40.5%

37.5% 33.5%

86.2%

54.1%
44.9%

20.5%

3.6% 3.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

保育所 幼稚園 認定こども園 在宅、認可外保育施設等を利用

≪平成29年度（平成29年4月1日時点）≫
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■平成 30年度（４月１日現在） 

聖華保育園が聖華こども園に移行し、保育所４園、幼稚園３園、認定こども園５園が運営されていま

す。５歳児をみると認定こども園の利用割合が 45.0％と、保育所及び幼稚園と比べ高くなっています。 

 

 

 

年度 平成 30 年度（平成 30 年 4 月 1 日時点） 

利用率 年齢 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 
計 

認定区分 3 号 3 号 3 号 2 号 1 号 2 号 1 号 2 号 1 号 

保
育
所 

私立 三和保育園 6 21 30 29   28   26   140 

362 41.3% 
私立 敬親保育園 4 14 21 17   18   23   97 

私立 敬親かもがた保育園 5 13 19 18   21   17   93 

公立 竜南保育園 1 4 8 5   8   6   32 

幼
稚
園 

公立 金光幼稚園         0   19   27 46 

90 10.3% 公立 鴨方東幼稚園         0   11   25 36 

公立 鴨方西幼稚園         0   1   7 8 

認
定
こ
ど
も
園 

私立 金光学園こども園 1 8 16 11 13 6 20 15 21 111 

424 48.4% 

私立 浅口はちまん認定こども園 4 13 12 12 4 8 9 6 2 70 

私立 聖華こども園 5 11 12 17 4 9 0 15 0 73 

公立 六条院こども園       7 21 9 14 15 18 84 

公立 寄島こども園 6 9 7 11 9 18 6 17 3 86 

計 32 93 125 
127 51 125 80 140 103 

876   
178 205 243 

児童数 207 170 222 218 214 249 1,280   

就園率 15.5% 54.7% 56.3% 81.7% 95.8% 97.6% 68.4%   

 

  

7.7%

30.6% 35.1% 31.7% 35.0% 28.9%
0.0%

0.0%
0.0% 0.0%

14.5% 23.7%

7.7%

24.1% 21.2%
50.0%

46.3% 45.0%

84.5%

45.3% 43.7%

18.3%

4.2% 2.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

保育所 幼稚園 認定こども園 在宅、認可外保育施設等を利用

≪平成30年度（平成30年4月1日時点）≫
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■令和元年度（４月１日現在） 

保育所４園、幼稚園３園、認定こども園５園が運営されています。５歳児をみると認定こども園の利

用割合が 47.7％、保育所が前年と比べ増加し 32.9％、幼稚園が前年と比べ減少し 15.3％となっていま

す。 

 

 

 

年度 令和元年度（平成 31 年 4 月 1 日時点） 

利用率 年齢 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 
計 

認定区分 3 号 3 号 3 号 2 号 1 号 2 号 1 号 2 号 1 号 

保
育
所 

私立 三和保育園 12 26 24 29   30   26   147 

367 41.5% 
私立 敬親保育園 3 20 17 19   18   17   94 

私立 敬親かもがた保育園 6 13 15 22   17   21   94 

公立 竜南保育園 3 5 6 7   4   7   32 

幼
稚
園 

公立 金光幼稚園         0   16   20 36 

64 7.2% 公立 鴨方東幼稚園         0   12   12 24 

公立 鴨方西幼稚園         0   3   1 4 

認
定
こ
ど
も
園 

私立 金光学園こども園 4 12 12 18 16 14 12 9 17 114 

453 51.2% 

私立 浅口はちまん認定こども園 4 11 13 12 7 15 3 10 7 82 

私立 聖華こども園 5 15 12 11 2 18 3 8 0 74 

公立 六条院こども園       12 19 8 24 13 15 91 

公立 寄島こども園 2 15 13 10 5 17 6 19 5 92 

計 39 117 112 
140 49 141 79 130 77 

884   
189 220 207 

児童数 178 226 178 236 224 216 1,258   

就園率 21.9% 51.8% 62.9% 80.1% 98.2% 95.8% 70.3%   

  

13.5%
28.3% 34.8% 32.6% 30.8% 32.9%0.0%

0.0%
0.0% 0.0%

13.8% 15.3%

8.4%

23.5%
28.1%

47.5%

53.6% 47.7%
78.1%

48.2%
37.1%

19.9%

1.8% 4.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

保育所 幼稚園 認定こども園 在宅、認可外保育施設等を利用

≪令和元年度（平成31年4月1日時点）≫
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② 園種別の利用児童の推移 

市内の保育所、幼稚園、認定こども園の各施設を利用する割合は、平成 27 年度では保育所が約６割、

幼稚園が約４割でしたが、認定こども園の割合が年々高まり、令和元年度では半数以上を占めていま

す。 

施設利用者全体に占める幼稚園利用率は減少傾向にあり、令和元年度では 7.2％です。 

市内の幼稚園及び認定こども園（教育利用）は対象年齢が３歳以上であることから、利用者を３歳以

上に限定して集計したところ、令和元年度では認定こども園の利用率が半数以上、保育所が３割台半

ば、幼稚園が約１割です。３歳以上の利用者も、認定こども園の利用率は高まっています。 

 

■園種別利用児童数と利用率の推移 

 

 

■３歳以上の園種別利用児童数と利用率の推移 
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③ 認定区分別の児童の推移 

市内の幼稚園及び認定こども園（教育利用）を利用する１号認定（３～５歳）は、平成 29 年度以降

に認定数が減少し、令和元年度で 205 人、３～５歳児童数に占める割合は 30.3％です。 

市内の保育所及び認定こども園（保育利用）を利用する２号認定（３～５歳）は、３～５歳児童数は

年々減少しているにもかかわらず、認定数が年々増加しています。 

市内の保育所及び認定こども園（保育利用）を利用する３号認定（０～２歳）は、平成 29 年度以降、

認定数が増加しており、令和元年度で 268 人、０～２歳児童数に占める割合は 46.0％です。 
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④ 就園率の推移 

市内の保育所、幼稚園、認定こども園への年齢別の就園率は、平成 27 年度と令和元年度の５年間を

比べると、１歳児が 6.9％、２歳児が 17.0％、３歳児が 24.6％、それぞれ就園率が増加しており、就園

年齢が低年齢化していることが分かります。 
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★第 2節 人口の将来推計 ★ 

（１）年齢 3区分別人口の推計 

平成 27 年から平成 31 年の住民基本台帳人口をもとに、コーホート変化率法※を用いた人口推計に

おける見込みでは、総人口は減少傾向となっており、令和６年度には 33,000 人を下回ることが予想さ

れます。子ども（0 歳～11 歳）の人口も総人口と同様に減少傾向が予想されます。 

 

① 全市 
■浅口市の年齢３区分別人口の推移及び将来推計         単位：人 

  
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

総人口 35,542 35,245 35,021 34,635 34,400 34,070 33,726 33,374 33,011 32,646 

  

年少人口（15 歳未満） 4,052 3,970 3,903 3,859 3,800 3,710 3,649 3,575 3,514 3,448 

生産年齢人口（15歳～64歳） 19,357 18,971 18,723 18,400 18,199 17,997 17,762 17,541 17,367 17,123 

高齢者人口（65歳以上） 12,133 12,304 12,395 12,376 12,401 12,363 12,315 12,258 12,130 12,075 

 

  

※コーホート変化率法とは 

「コーホート」とは、ある年（期間）に生まれた人々の集団のことを指します。「コーホート法」とは、その

集団のある期間の人口変化を観察することで将来人口を推計する方法です。例えば、平成 27 年 4 月 2 日～28

年 4 月 1 日生まれのコーホートは、令和３年 4 月 1 日時点で満 6 歳となり、令和３年度の小学 1 年生となる

人々の集団となります。 

「コーホート変化率法」とは、各コーホートにおける一定期間の人口の「変化率」を過去の実績人口の動勢か

ら求め、それに基づき将来人口を推計する方法となります。 

出生については、過去の実績から 20～44 歳の女性人口に対する０歳児人口比（女性子供比）を算出し、各推

計年度における 20～44 歳の女性人口と女性子ども比を乗じて出生児数を推計しています。  
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② 金光地域 
■金光地域の年齢３区分別人口の推移及び将来推計         単位：人 

  
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

総人口 11,840  11,731  11,750  11,730  11,755  11,693  11,627  11,568  11,506  11,449  

  

年少人口（15 歳未満） 1,445  1,415  1,424  1,430  1,434  1,418  1,415  1,407  1,413  1,406  

生産年齢人口（15歳～64歳） 6,398  6,277  6,259  6,248  6,268  6,247  6,221  6,210  6,191  6,163  

高齢者人口（65歳以上） 3,997  4,039  4,067  4,052  4,053  4,028  3,991  3,951  3,902  3,880  

 

 
 
③ 鴨方地域 

■鴨方地域の年齢３区分別人口の推移及び将来推計         単位：人 

  
平成 
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平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 
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令和 

２年度 
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４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

総人口 18,131  18,069  17,931  17,716  17,523  17,396  17,250  17,094  16,926  16,750  

  

年少人口（15 歳未満） 2,124  2,104  2,049  2,020  1,968  1,929  1,887  1,845  1,799  1,768  

生産年齢人口（15歳～64歳） 9,950  9,792  9,623  9,419  9,233  9,127  9,006  8,892  8,816  8,696  

高齢者人口（65歳以上） 6,057  6,173  6,259  6,277  6,322  6,340  6,357  6,357  6,311  6,286  
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④ 寄島地域 
■寄島地域の年齢３区分別人口の推移及び将来推計         単位：人 

  
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

総人口 5,571 5,445 5,340 5,189 5,122 4,995 4,877 4,757 4,640 4,532 

  

年少人口（15 歳未満） 483 451 430 409 398 369 355 340 325 304 

生産年齢人口（15歳～64歳） 3,009 2,902 2,841 2,733 2,698 2,629 2,552 2,462 2,389 2,308 

高齢者人口（65歳以上） 2,079 2,092 2,069 2,047 2,026 1,997 1,970 1,955 1,926 1,920 
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（２）児童数の推計 

① 全市 
■浅口市の年齢２区分別児童数の推移及び将来推計         単位：人 

  
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

児童計 3,108 3,064 2,992 2,948 2,894 2,851 2,799 2,737 2,667 2,611 

 ０～５歳 1,367 1,351 1,300 1,280 1,258 1,253 1,230 1,181 1,184 1,127 

６～11 歳 1,741 1,713 1,692 1,668 1,636 1,598 1,569 1,556 1,483 1,484 

 

② 金光地域 
■金光地域の年齢２区分別児童数の推移及び将来推計        単位：人 
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５年度 
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児童計 1,120  1,112  1,116  1,115  1,111  1,123  1,118  1,107  1,104  1,102  

 ０～５歳 504  491  514  513  518  521  523  501  503  498  

６～11 歳 616  621  602  602  593  602  595  606  601  604  
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③ 鴨方地域 
■鴨方地域の年齢２区分別児童数の推移及び将来推計        単位：人 

  
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

児童計 1,628  1,619  1,565  1,537  1,487  1,452  1,428  1,402  1,357  1,325  

 ０～５歳 708  722  660  654  623  631  620  599  611  570  

６～11 歳 920  897  905  883  864  821  808  803  746  755  

 

 

 

④ 寄島地域 
■寄島地域の年齢２区分別児童数の推移及び将来推計        単位：人 

  
平成 
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31 年度 
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２年度 
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４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

児童計 360 333 311 296 296 281 260 244 229 212 

 ０～５歳 155 138 126 113 117 105 93 93 88 81 

６～11 歳 205 195 185 183 179 176 167 151 141 131 
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★ 第３節 第 1期子ども・子育て支援事業計画の評価 ★ 

1 期計画で設定した７つの基本目標ごとに、主な取組内容と成果、課題を整理します。 
 

基本目標１ 幼児期の学校教育・保育の充実 

《主な取組内容と課題》 

 

 保育所や幼稚園、認定こども園における、いわ

ゆる待機児童数は本市では平成 28 年度以降０

人で推移しています。平成 28 年４月以降、５

つの認定こども園が、幼稚園や保育所からの移

行または新設により設置・運営されたことで、

受け入れ体制の整備が進められました。一方

で、核家族化や共働き世帯の増加等の社会状況

の変化や「幼児教育・保育の無償化」に伴い、

保育ニーズは依然として高まっており、さらな

る提供体制の確保も課題となっています。ま

た、アンケート結果では、幼稚園の３年保育を

希望する割合が高いことから、地域ごとの幼児

教育・保育の提供体制を踏まえ、必要な整備を

進めていくことが求められます。 

 本市においては、幼児期の教育・保育事業を、４つの私立・公立保育所、３つの公立幼稚園、５つの私

立・公立認定こども園で提供しています（令和元年９月現在）。アンケート結果による満足度では、

「教育・保育環境」として９割以上が満足していると回答するなど、質の高い環境が確保されていま

す。一方で、幼稚園教諭や保育士等の人材確保や職員の処遇・配置に関する改善、教育・保育内容のさ

らなる質の向上、特色ある教育環境の実現など、安定的な運営や教育・保育環境の充実に向けた取組み

の強化が課題となっています。 
 
（図 1-2）利用する保育所、幼稚園、こども園などの満足度 （図 1-3）取組みを強化してほしい活動 
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進められた。幼稚園を含めたさらなる提供体制の整備や、質の確保に向けた取組みが求められる。 
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基本目標２ 地域における子育ての支援 

《主な取組内容と課題》 

 

 多様な子育て支援サービスの充実に向けて、地域子育て支援拠点の開設や、市内幼児教育・保育施設

での一時預かり事業の実施、延長保育事業やファミリー・サポート・センター事業の利用促進等に取

り組んでいます。また、アンケート結果からも利用ニーズの高い病児保育事業は、協定を締結した県

内市町で病児保育を実施する施設の利用が可能となったほか、放課後児童クラブでは受け入れ対象学

年の引き上げや施設の増改築による提供体制の整備を進めています。今後は、これらの子育て支援サ

ービスの充実や利便性向上に引き続き取り組むほか、放課後の子育て支援に関するニーズの高まりに

対応し、放課後児童クラブの受け入れ定員の確保や、放課後子ども教室と一体的な実施による内容の

充実に取り組むことが求められます。 

 

（図 2-1）子どもが病気等で教育・保育事業が利用できないときの対処方法 （図 2-2）病児・病後児保育の利用希望 

 

 

（図 2-3）放課後児童クラブの利用希望 （図 2-4）放課後児童クラブを何年生まで利用したいか 
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 子育て支援サービスや子育て支援に係る行事等の情報を発信するため、あさくち子育て応援メールマガジ

ン、あさくち子育て応援サイト、あさくち子育てガイドブック等を活用し、子育て支援情報を発信してい

ます。平成 28年４月より子育てコンシェルジュを配置するとともに、窓口等で子育て支援に関する情報提

供や相談業務を行う「利用者支援事業」を開始しました。また、親子が集まって過ごしたり、相談をした

りする子育て支援施設も開設しています。アンケート結果では、お子さんをみてもらえる親族・知人が

「いずれもいない」割合が一定数あるなど、核家族化や地域のつながりの希薄化、共働き世帯の増加等を

背景に、子育て家庭の孤立化の状況もうかがえます。支援を求める子育て家庭に必要な情報・サービスが

届くよう、引き続き情報発信や相談対応の充実、子育て支援施設の利用促進が求められます。 

 子育て中の保護者が交流し情報交換等を行うことができる子育てサークルは、現在の参加者が１割台

となっていますが、「機会があれば参加してみたい」割合が４割強となっています。活動や講座等の

充実と周知を図ることで、参加のきっかけをつくることが大切です。 

 

（図 2-5）お子さんをみてもらえる親族・知人の有無   （図 2-6）子育て支援施設の現在の利用状況と希望 

        ※未就園児の回答のみを集計    

 

 

（図 2-7）子育てサークルへの参加状況と希望 （図 2-8）子育てサークルで今後実施したい自主活動、参加したい活動・講座 

※未就園児の回答のみを集計 ※未就園児の回答のみを集計 

  

37.9 

59.4 

2.9 

10.9 

7.1 

1.0 

0% 50% 100%

日常的に祖父母等の親族に

みてもらえる

緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子ども

をみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

就学前児童 (MA) N=1,233
11.4

10.3

7.4

4.8

27.7

6.6

4.8

55.0

15.9

10.7

8.1

5.2

28.4

6.3

4.8

56.1

0% 20% 40% 60%

子育て支援センターみわ（三和保育園内）

聖華マイトリースクエア（聖華こども園内）

つくし会（健康福祉センターほか）

ひよこ会（金光保健センターほか）

つどいの広場のびっ子（鴨方公民館内）

にじいろぱらそる（寄島老人福祉センター）

子育てサロン なかよしひろば

（寄島老人福祉センターほか）

無回答

就学前児童 (MA) N=271

現在

希望

現在、参加して

いる

16.2%

現在は参加して

いないが、今後

機会があれば参

加したい

43.5%

現在は参加し

ておらず、今

後も参加する

つもりはない

36.2%

無回答

4.1%

就学前児童 (SA) N=271

90.7 

45.1 

55.6 

21.0 

2.5 

0.6 

0% 50% 100%

子どもをほかの子どもといっしょに遊ばせた

り、親子で楽しむ活動

親同士が子育てに関する情報交換をしたり、

不安や悩みごとを話し合う活動

絵本の読み聞かせや遊ばせ方などを学び、

知識や技術を身につけるための活動

一時的に子どもを預かったり預けたりすること

により、親が自分の時間を持つための活動

その他

無回答

就学前児童 (MA) N=162
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基本目標３ 妊産婦・子どもに関する切れ目のない保健対策の充実 

《主な取組内容と課題》 

 

 早期妊娠届出の推進や妊婦健診の受診勧奨、全ての乳児家庭を訪問する「赤ちゃん訪問」による子育

て家庭の不安や悩みに対する相談支援等を実施し、安心・安全な妊娠・出産への支援を行っていま

す。また、乳幼児健診の受診勧奨や予防接種の実施等により子どもの保健対策にも取り組んでいま

す。近年、子どもの発達に関する相談が増えていることから、相談員の資質向上や療育に関する提供

体制の整備に、関係機関と連携を図りながら引き続き取り組むことが求められます。 

 食育については、各種教室や健診の機会を活用し、保護者に対する啓発や指導を行っているほか、小

学生を対象とした料理教室を開催し、地域の食文化への理解や栄養バランスのとれた食生活の習慣づ

くりを進めています。食は子どもの心身の健全な発達の基盤となることから、今後も、乳幼児期や学

校での食育を推進するため、幼児教育・保育施設や学校、関係機関、栄養教諭等と連携し、情報提供

や啓発活動に取り組むことが求められます。 

  

妊婦健診の受診勧奨や「赤ちゃん訪問」等を通じて、妊娠期からの保健対策に取り組んでいる。子ど

もの発達に関する相談対応や支援、食育の推進に引き続き取り組む必要がある。 
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基本目標４ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

《主な取組内容と課題》 

 

 学校の教育環境整備として、学力向上支援員や外部指導者などを活用し、きめ細かな学習支援や相談

の充実に取り組んでいるほか、不登校または不登校になりかけている生徒に対し、スクールサポータ

ーや登校支援員を配置し相談対応や支援を行っています。学校運営に関し、地域の知見や協力を得る

ことも重要であることから、コミュニティ・スクールを引き続き推進していくほか、特色ある浅口市

らしい教育、一貫性ある教育の実現に向け、小中一貫教育の推進にも、引き続き取り組んでいく必要

があります。 

 家庭や地域における教育力の向上として、放課後子ども教室は地域のボランティアの協力のもと全て

の小学校で実施を開始したほか、学校支援や環境整備などの学校運営においても地域ボランティアの

活用が進んでいます。アンケート結果からは、子どもに身につけてほしいこととして「友だちや身近

な人と親しみ、助け合う態度」や「他者を尊重し、思いやる心」が高い割合となっているほか、地域

での遊びについては外遊びのほか「地域の支援者による遊び」も４割程度と高く、社会性を身につけ

たり他者とのコミュニケーションや地域の大人との交流に対するニーズもみられます。引き続き、地

域との協働により、学校運営や子どもに対する学びの提供に取り組んでいくことが求められます。 

 

（図 3-1）小学校卒業までに身につけてほしいこと・育ってほしいこと （図 3-2）地域の中でどのような場所で遊ばせたいか 

 

 

  

学校でのきめ細かな学習支援や不登校対策、地域ボランティアの協力による学校運営や放課後子

ども教室の充実に取り組む。地域との協働による学びの場づくりが引き続き求められる。 

47.4 

41.0 

39.9 

38.9 

37.0 

34.6 

0% 50%

友だちや身近な人と親しみ、

助け合う態度

他者を尊重し、思いやる心

困難なことにもくじけない心

進んで学ぼうとする意欲

自ら考え表現する力

ルールやマナーを守ろうとす

る意識

小学生児童 (MA) N=1,569

88.5 

39.6 

24.0 

20.2 

17.1 

3.4 

1.8 

0% 50% 100%

外遊びを中心に遊ばせたい

地域の支援者がいろいろな遊びを

教えてくれるところで遊ばせたい

自宅や友だちの家の中で

遊ばせたい

地域の支援者が文字や数字など

を教えてくれるところで遊ばせたい

子育て仲間など親同士の集まりの

場で遊ばせたい

その他

無回答

小学生児童 (MA) N=1,569
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基本目標５ 子育てを支援する生活環境の整備 

《主な取組内容と課題》 

 

 安心して生活ができる環境整備として、おむつの交換などが可能な施設を登録する「赤ちゃんの駅」

の普及が進んでいるほか、幼稚園や学校と連携した交通安全教室の実施、学校関係者や防犯ボランテ

ィア等との連携による防犯パトロールの実施など、取組みを進めています。公園は、親子の身近な遊

び場・居場所として整備・活用を求める声も多く、安心・安全に遊ぶことができるよう維持・管理に

取り組むとともに、利用しやすい公園づくりや公園の活用も求められます。 

 子どもの健全育成として、青少年育成センターが補導や街頭指導、有害図書等の回収、広報啓発等を

実施しているほか、スポーツを通じた心身の健全育成を行う組織として、スポーツ少年団の育成に取

り組んでいます。また、宇宙や天文のことを楽しく学ぶ「こども天文クラブ」や親子で楽しめるイベ

ントの開催など、浅口市の持つ「天文のまち」としての資源・イメージを活用した教育プログラムや

親子の交流の機会創出にも取り組んでおり、浅口市らしい特長的な取組みとして引き続き推進が求め

られます。 

  

「赤ちゃんの駅」の普及や交通安全教室、防犯パトロールを地域ぐるみで実施。公園の活用や「天文

のまち」としての資源を活かした取組みの充実が引き続き求められる。 
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基本目標６ 職業生活と家庭生活との両立の推進等 

《主な取組内容と課題》 

 

 アンケート結果では、現在就労していない母親のうち、１年以内の就労希望者が約３割、１年より先

の希望者が４割強となっています。就労を希望する母親への支援として、教育・保育の受け皿確保や

多様な働き方が可能となる体制づくりに取り組んでいく必要があります。 

 現在の勤務先は、居住地によって違いがみられます。金光地域では、倉敷市での勤務割合が 35.8％

と高く、鴨方地域では倉敷市や鴨方地域内、笠岡市の割合が高くなっています。寄島地域では寄島地

域内が最も高く、倉敷市や里庄町の割合も高くなっています。勤務先の状況も踏まえた幼児教育・保

育施設の整備を検討する必要があります。 

 

（図 4-1）両親の就労状況 

 
（図 4-2）現在就労していない母親の就労希望と希望時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32.0 

9.4 

25.4 

2.1 

25.1 

1.9 

4.0 

88.6

0.2

0.2

0

0.2

0

10.9

0% 50% 100%

フルタイムで就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、

現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

就学前児童 (MA) N=1,233

母親
父親

将来的な就労希望や勤務先を踏まえた幼児教育・保育施設の整備検討が必要。 

両立支援として、市内事業者を対象にワークライフバランスの啓発を推進。今後も、職場の理解や男

性の育児参加促進に引き続き取り組む必要がある。 

すぐにでも、も

しくは１年以内

に就労したい

30.2%

１年より先、一番下の子ど

もが（ ）歳になった

ころに就労したい

43.7%

子育てや家事

などに専念し

たい（就労の

予定はない）

23.7%

無回答

2.4%

就学前児童 (SA) N=334

3.4 

32.9 

18.5 

26.7 

3.4 

7.5 

2.7 

4.8 

0% 20% 40%

0～1歳

2～3歳

4～5歳

6～7歳

8～9歳

10～11歳

12歳以上

無回答

就学前児童 (数量) N=146
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矢掛町 

倉敷市 

井原市 岡山市 鴨方 

金光 福山市 

笠岡市 

5%未満 

5%以上 10％未満 

10%以上 20％未満 

20%以上    （父母計の％） 

里庄町 

寄島 

矢掛町 

倉敷市 
井原市 岡山市 

鴨方 

福山市 

金光 笠岡市 
5%未満 

5%以上 10％未満 

10%以上 20％未満 

20%以上    （父母計の％） 

里庄町 

寄島 

（図 4-3）金光地域居住者の就労先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上段：回答者数／下段：割合（％） 

 合計 金光 鴨方 寄島 倉敷市 笠岡市 岡山市 井原市 里庄町 矢掛町 福山市 
その他
（県内） 

その他
（県外） 

無回答 

母親 
 336   46   54   8   125   32   7   2   19   6   16   6   1   14  

100.0   13.7   16.1   2.4   37.2   9.5   2.1   0.6   5.7   1.8   4.8   1.8   0.3   4.2  

父親 
 433   57   27   1   150   33   42   6   16   9   30   38   17   7  

100.0   13.2   6.2   0.2   34.6   7.6   9.7   1.4   3.7   2.1   6.9   8.8   3.9   1.6  

計 
 769   103   81   9   275   65   49   8   35   15   46   44   18   21  

100.0   13.4   10.5   1.2   35.8   8.5   6.4   1.0   4.6   2.0   6.0   5.7   2.3   2.7  

 

（図 4-4）鴨方地域居住者の就労先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上段：回答者数／下段：割合（％） 

 合計 金光 鴨方 寄島 倉敷市 笠岡市 岡山市 井原市 里庄町 矢掛町 福山市 
その他
（県内） 

その他
（県外） 

無回答 

母親 
 408   35   94   9   87   62   13   11   41   9   19   7   1   20  

100.0   8.6   23.0   2.2   21.3   15.2   3.2   2.7   10.0   2.2   4.7   1.7   0.2   4.9  

父親 
 548   9   88   -  164   61   33   26   40   12   59   36   13   7  

100.0   1.6   16.1   -  29.9   11.1   6.0   4.7   7.3   2.2   10.8   6.6   2.4   1.3  

計 
 956   44   182   9   251   123   46   37   81   21   78   43   14   27  

100.0   4.6   19.0   0.9   26.3   12.9   4.8   3.9   8.5   2.2   8.2   4.5   1.5   2.8  
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矢掛町 

倉敷市 
井原市 岡山市 

金光 
鴨方 

福山市 

里庄町 

5%未満 

5%以上 10％未満 

10%以上 20％未満 

20%以上    （父母計の％） 

笠岡市 

寄島 

（図 4-5）寄島地域居住者の就労先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上段：回答者数／下段：割合（％） 

 合計 金光 鴨方 寄島 倉敷市 笠岡市 岡山市 井原市 里庄町 矢掛町 福山市 
その他
（県内） 

その他
（県外） 

無回答 

母親 
 92   5   14   32   10   8   2   3   9   -  1   2   -  6  

100.0   5.4   15.2   34.8   10.9   8.7   2.2   3.3   9.8   -  1.1   2.2   -  6.5  

父親 
 94   -  6   14   35   6   5   1   14   3   3   3   -  4  

100.0   -  6.4   14.9   37.2   6.4   5.3   1.1   14.9   3.2   3.2   3.2   -  4.3  

計 
 186   5   20   46   45   14   7   4   23   3   4   5   -  10  

100.0   2.7   10.8   24.7   24.2   7.5   3.8   2.2   12.4   1.6   2.2   2.7   -  5.4  

 

 

 仕事と子育ての両立支援として、市内事業者を対象にしたワークライフバランスの啓発や「次世代認

定マーク くるみん」の周知・普及に取り組んでいます。アンケート結果では、仕事と子育ての両立

に必要な支援として「職場の理解」や「保育サービス」、「配偶者等の協力」が割合として高く、男

性の育児休業の取得が進んでいないことがうかがえます。子育て支援サービスの充実に引き続き取り

組むとともに、企業に対する啓発や男性の育児参加の促進が求められます。 

 

（図 4-6）仕事と子育てを両立するために必要な支援 （図 4-7）育児休業の取得状況 

 

  
81.3 

73.6 

67.8 

55.6 

54.8 

51.6 

50.4 

0% 50% 100%

職場に子育てに対する理解があること

延長保育や一時保育、保育所（園）などの

就労時間内の保育サービスがあること

配偶者やパートナーが育児に協力して

くれること

子どもが病気の際でも保育してもらえる

サービス（病児保育）があること

祖父母（回答者からみて親）などの家族が

子どもの面倒をみてくれること

フレックスタイムや短時間勤務などが活用

できること

育児休業や介護休業などの取得ができる

こと

就学前児童 (MA) N=1,233

38.8 

42.6 

12.2 

6.4 

0.8

2.6

85.7

10.9

0% 50% 100%

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

就学前児童 (MA) N=540

母親 父親
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基本目標７ 要保護児童への対応などきめ細かな取組みの推進 

《主な取組内容と課題》 

 

 児童虐待の防止対策について、全国的にも児童虐待に関する相談件数が増加しており、アンケート結

果でも、子どもに強く叱ったり、つらくあたる経験をする保護者が一定数みられます。本市において

も相談対応や要保護児童の早期発見、要保護児童対策地域協議会での情報共有や援助方針の検討、関

係機関の連携による対応の強化を進めており、引き続き体制整備が求められます。 

 ひとり親家庭等への自立支援として、母子父子自立支援員の配置による相談対応や支援に取り組んで

います。また、子どもの貧困対策について、国は「子どもの貧困対策に関する大綱」に基づき施策を

推進しており、本市としても貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境整備や教育の機会均

等に取り組む必要があります。 

 障がい児施策として、乳幼児健診や各種教室の開催による障がいの早期発見に努めているほか、発達

支援コーディネーターの配置、療育環境の整備が進められています。また、幼稚園教諭や保育士、教

員の資質向上や専門性の向上を図るなど、障がい児保育・教育や特別支援教育の充実を進めていま

す。 

 

（図 5-1）子どもに強く叱ったり、つらくあたることがあるか （図 5-2）強く叱ったり、つらくあたってしまう理由 

  

  

5.0 

9.0 

52.6 

27.6 

5.8 

0% 20% 40% 60%

虐待をしているのではないかと思うほ

ど、強く叱ったり、つらくあたるときがある

虐待とは思わないが、強く叱ったり、

つらくあたるときが多い

強く叱ったり、つらくあたるときが、

ときどきある

強く叱ったり、つらくあたるときは、

ほとんどない

無回答

就学前児童 (MA) N=1,233

児童虐待の防止に向け、要保護児童対策地域協議会を活用した関係機関の連携が進んでいる。

貧困対策や障がい児施策の充実にも取り組む必要がある。 

48.6 

35.3 

26.6 

16.8 

11.6 

0% 20% 40% 60%

自分の自由が制限されること

が多い

子育てに向いていないと思う

子育てでどうしていいか

わからない

配偶者が子育てに十分に関わ

ろうとしない

夫婦関係がうまくいっていない

就学前児童 (MA) N=173
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★ 第４節 子育て環境に対する総合的な評価 ★ 

 

 アンケート調査による「浅口市は子育てしやすいまちだと思うか」との問に対し、就学前児童の保護

者では 47.0％と約半数が「思う」と回答しています。５年前の調査と比べて、約 10％増加してお

り、本市の子育て環境への総合的な評価が向上していることがうかがえます。 

 小学生の保護者は、47.2％とこちらも約半数が「思う」と回答しています。 

 

（図 6-1）就学前児童保護者が「子育てしやすいまちだと思う」割合 

 
 

（図 6-2）小学生保護者が「子育てしやすいまちだと思う」割合 

 

 

  

36.9

47.0

42.5

37.1

17.3

13.2

3.2

2.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

第１期調査（平成25年度）

N=1,213

第２期調査（平成30年度）

N=1,233

(SA) 就学前児童 子育てしやすいまちだと思う どちらともいえない

子育てしやすいまちだと思わない 無回答

45.3

47.2

39.7

38.3

10.7

12.3

4.3

2.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

第１期調査（平成25年度）

N=1,651

第２期調査（平成30年度）

N=1,569

(SA) 小学生 子育てしやすいまちだと思う どちらともいえない

子育てしやすいまちだと思わない 無回答

「子育てしやすいまちだと思う」回答割合は、就学前児童保護者で 47.0％と 5 年前と比べ約 10％

増加。小学生保護者はほぼ横ばいであり、引き続き環境整備が求められる。 
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★ 第５節 幼児教育・保育の無償化 ★ 

子ども・子育て支援法が一部改正となり、令和元年 10 月 1 日より、保育所、幼稚園、認定こども園

等を利用する３歳から５歳までの全ての子どもと、市民税非課税世帯の０歳から２歳までの子どもの

利用料が無償化されました。また、本市の独自施策である、国の制度を超えた第３子以降保育料無償化

についても、引き続き実施しています。 

幼児教育・保育の無償化となった場合の幼児期の教育・保育の利用ニーズを調査したところ、無償化

により「保育所利用」ニーズがやや増加することがうかがえる結果となりました。保育を必要とする子

育て家庭が安心して利用できるよう、引き続き預かり先の確保が求められます。 

 

（図７）幼児期の教育・保育ニーズの無償化による変化 
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2.1

1.4

1.2

1.4

1.4

1.6

18.5

20.4

1.3

2.6

16.8

41.9

31.6

0.7

0.4

0.4

1.4

0.5

0.5

4.8

19.2

7.3

8.0

12.6

41.0

28.2

0.5

0.3

0.2

1.0

0.8

0.6

1.1

19.7

7.9

8.8

12.7

40.5

27.7
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0.3

0.2

0.7

0.9

0.7

1.1

17.1

0% 10% 20% 30% 40% 50%

幼稚園（通常の就園時間のみ）

幼稚園（通常の就園時間+預かり保育）

認定こども園（教育利用・幼稚園部分）

認定こども園（保育利用・保育所部分）

認可保育所（園）

事業所内保育施設

家庭的保育

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

シルバーママサポート

その他

サービスを利用しない

無回答

０歳～２歳

３歳

４歳

５歳

0.2

0.5

0.2

32.9

29.8

2.1

1.6

1.2

1.0

1.2

0.9

22.8

19.3

1.6

2.1

20.5

36.4

30.8
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0.7

0.3

0.9

0.5

0.5

6.7

17.9

9.3

8.0

15.9

37.1

26.5

0.4

0.5

0.2

0.7

0.6

0.6

1.4

18.1

10.5

8.5

16.3

36.0

26.8

0.3

0.4

0.2

0.5

0.5

0.6

1.0

15.3

0% 10% 20% 30% 40% 50%

幼稚園（通常の就園時間のみ）

幼稚園（通常の就園時間+預かり保育）

認定こども園（教育利用・幼稚園部分）

認定こども園（保育利用・保育所部分）

認可保育所（園）

事業所内保育施設

家庭的保育

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

シルバーママサポート

その他

サービスを利用しない

無回答

就学前児童 (MA) ０歳～２歳：N=574 ３歳：N=766 ４歳：N=968 ５歳：N=1,233

０歳～２歳

３歳

４歳

５歳

【現在の希望（無償化前）】 
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第３章 

計画の基本構想 
 

 

 

 

★ 第１節 基本理念と計画の通称名等 ★ 

（１）基本理念 

子どもたちの誕生や成長が社会全体から祝福され、すべての子どもが生まれてきたことへの喜びを

全身で感じるとともに、自ら考え、判断し、行動する力、健やかで思いやりのある心を持ち、親たちが

地域社会と連携、協力をしながら安心して子どもを産み育てられる社会を実現するため、「希望ある未

来へ 子どもとともに育つまち」を基本理念とし、その実現に向け計画を推進していきます。 

 

■基本理念 

希望ある未来へ 子どもとともに育つまち 
 

（２）計画の通称名 

親しみのもてる計画とするため、通称名を設定します。「天文のまち」という本市の特長・個性を活

かし、かつ「子どもが主役の計画」という意味を込めて、“子ども Star”という言葉を採用し、柔らか

いフォントと星を取り入れたデザインとします。 

 

■通称名 
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（３）PRのためのキャッチフレーズ・ロゴ 

本市の子育て環境を、市内外に広く PR するためにキャッチフレーズを設定します。 

キャッチフレーズには、本市の子育て環境を「子育てキラ星」と表現しています。また、「発見」に

は、“市内外の人に、本市の子育ての魅力を届けたい”との思いを込めています。 

キャッチフレーズを使用したロゴも作成し、パンフレットや名刺などの各種媒体に掲載し、魅力 PR

に活用します。 

 

■キャッチフレーズ、ロゴ 

 

 

 

 

 

 

★ 第２節 基本目標 ★ 

以下の７項目を基本目標とし、総合的に施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

７つの基本目標 

基本目標１ 

幼児期の教育・保育の充実 

基本目標２ 

地域における子育ての支援 

基本目標３ 

妊産婦・子どもに関する 
切れ目のない保健対策の充実 

基本目標５ 

子育てを支援する生活環境の整備 

基本目標６ 

基本目標７ 

要保護児童への対応など 

きめ細かな取組みの推進 

基本目標４ 

子どもの心身の健やかな成長に 
資する教育環境の整備 
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★ 第３節 施策体系 ★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標 個別施策 

基本目標１ 

幼児期の教育・保育の充実 

① 幼児期の教育・保育の提供体制の充実 

② 幼児期の教育・保育の質の向上 

基本目標２ 
 
 
 

地域における子育ての支援 

③ 地域における子育て支援サービスの充実 

④ 保育サービスの充実 

⑤ 相談支援と子育て支援のネットワークづくり 

⑥ 「子育てキラ星」の情報発信と魅力 PR 

基本目標３ 

妊産婦・子どもに関する 
切れ目のない保健対策の充実 

⑦ 子どもや保護者の健康の確保 

⑧ 食育の推進 

基本目標４ 

子どもの心身の健やかな成長に 
資する教育環境の整備 

⑨ 子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備 

⑩ 家庭や地域の教育力の向上 

基本目標５ 

子育てを支援する生活環境の整備 

⑪ 安心して暮らせる生活環境の整備 

⑫ 子どもの健全育成と居場所づくり 

基本目標６ 

職業生活と家庭生活との両立の推進 
⑬ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

基本目標７ 
 

要保護児童への対応など 

きめ細かな取組みの推進 

⑭ 児童虐待防止対策の充実 

⑮ ひとり親家庭等の自立支援 

⑯ 障がい児施策の充実等 
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★ 第４節 重点戦略 ★ 

２期計画で重点的に取り組む施策を明確にするため、「重点戦略」を設定します。 

 

 
 

★ つどいの広場のびっ子 

 開設日を週４日から週６日に拡大します。 

 イベントや子育てのサポート体制を充実させ、安心して利用できる施設運営を行います。 

 より多くの人に利用いただけるよう子育て応援メール等を活用した周

知を積極的に行います。 
 

★ にじいろぱらそる 

 発達の気になる子どもと保護者が快適に過ごせる環境をつくります。 

 専門家による相談や講習会などを充実させ、支援体制を強化します。 

 

 
 

★ 保育所・幼稚園・認定こども園の連携強化 

 市内保育所、幼稚園、認定こども園で組織する園長会を組織します。 

 幼児教育・保育の質向上を一体的に推進する体制づくりのため、 

（仮称）幼児のまなびコンソーシアムの設置を検討します。 
 

★ 園職員のスキルアップ 

 保育所、幼稚園、認定こども園の職員を対象とした研修を充実させます。 

 幼児教育アドバイザーによる指導・助言の取組みにより、職員の資質向上に努めます。 

 

 
 

★ 小中一貫教育の推進 

 小・中学校の９年間を見通した学校教育目標(目指す子ども像)を設定し、系統的・継続的な

学習指導、生徒指導により小中一貫教育を推進し、確かな学力、健やかな体、豊かな心の育

成を図ります。 
 

★ コミュニティ・スクールの推進 

 コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）により、学校・保護

者・地域住民がどのような子どもを育てていくのか「目標やビジョン」

を共有し、その実現に取り組みます。 

① 就園前の親子などが安心して利用できる居場所づくりを推進します！ 

② 生きる力の基礎を培うため、幼児期の教育・保育の質向上に取り組みます！ 

③ 子どもの健やかな成長のため、つながりを大切にした学校運営に取り組みます！ 
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第４章 

子ども・子育ての施策 
 

 

 

★ 基本目標１ 幼児期の教育・保育の充実 ★ 

個別施策① 幼児期の教育・保育の提供体制の充実 

＜施策の方向性＞ 

 
 

＜評価指標＞ 

指標名 現状  目標 

保育士等の就職相談会の 

実施回数 
2 回 令和元年度 

 

2 回 

（継続実施） 
令和 6 年度 

園長会の設置 未設置 令和元年度 
 

設置 令和 2 年度 

 

＜重点事業＞ 

No 事業名 内容 担当課 

1 
幼児教育・保育の受

け皿の確保 

幼児教育・保育の利用ニーズに応じた受け皿の確保を行い、待機児

童が出ないよう提供体制を整えます。必要に応じて、各施設の利用

定員の見直しを行うとともに、幼稚園の預かり保育を充実させ、利用

しやすい環境を整備します。 

こども未来課 

2 
保育士等の人材確保

の取組み強化 

保育士等の安定的な人材確保のため、私立保育所、認定こども園と

連携し、保育士等の就職相談会を継続実施します。また、私立園の

保育支援者の配置に対する補助制度を創設し、保育士等の離職防

止や働きやすい職場環境の整備を支援します。 

こども未来課 

3 園の連携体制強化 

情報共有や諸課題に向けた対応を行うため、公立園長会を組織して

います。今後、市内で一体的に幼児教育・保育の提供体制の充実を

図っていくため、私立園へも働きかけを行い、一層の連携体制の強化

を図ります。 

こども未来課 

4 施設整備事業の実施 

安全・安心な教育・保育環境を整えるため、公立園の施設整備を行

っています。今後は、公立園の長寿命化計画及び個別施設計画を

策定するとともに、私立園の施設整備に対して、継続して財政支援を

行います。 

こども未来課 

  

●幼児期の教育・保育ニーズに対する受け皿の確保方策として、公立幼稚園における３年保育の検討・実

施を行うとともに、預かり保育の充実を図ります。 

●幼児教育・保育施設の安定的な運営を支援するため、保育士等の人材確保を支援します。 

●幼児教育・保育施設相互の情報交換や連携を促進し、幼児期の教育・保育の提供体制の充実を図ります。 
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個別施策② 幼児期の教育・保育の質の向上 

＜施策の方向性＞ 

 
 

＜評価指標＞ 

指標名 現状  目標 

園職員研修（市主催）の 

延べ参加人数 
163 人 令和元年度 

 
180 人 令和 6 年度 

幼児教育アドバイザーの 

園への延べ訪問回数 
114 回 令和元年度 

 
120 回 令和 6 年度 

 

＜重点事業＞ 

No 事業名 内容 担当課 

5 園職員の資質向上 

保育技能や資質の向上のための、公開保育研修等の各種研修への

参加機会を拡充し、園職員の知識や技術の習得を推進します。研

修成果を広く共有することにより、全体的な資質の向上に努めます。 

こども未来課 

6 特別支援研修の充実 

特別支援学校等の専門機関との連携のもと、支援が必要な子どもに

対して、より良い手立てを行うための研修を、保育所、幼稚園、認定

こども園の職員を対象に実施しています。参加者の学びの所属施設

での共有と、支援体制の強化を図ります。 

こども未来課・ 

社会福祉課 

7 
幼児教育アドバイザー

の配置 

幼児教育・保育の専門性を有する幼児教育アドバイザーを配置して

います。要請訪問等の市内園への訪問機会を拡充し、保育現場の

実態を踏まえた指導・助言等により、教育・保育の質の向上につなが

る取組みを推進します。 

こども未来課 

8 
特長ある教育活動の

推進 

公立園において、幼児期から英語感覚を養うための外国語指導助手

（ALT）による外国語活動や体力遊び、リトミック等を実施していま

す。好事例や先進事例の情報収集に努め、特長ある教育活動を推

進します。 

こども未来課 

9 幼小接続の推進 

幼児期における教育が小学校における教育へ円滑に移行できるよう、

幼小接続カリキュラムを策定し、取組みを進めています。随時、カリキュ

ラムの見直しを行うとともに、市内園と小学校との連携を強化します。 

こども未来課 

 

  

●幼稚園教諭や保育士等の技能・資質の向上のための研修を充実させるとともに、幼児教育アドバイザーを

配置し、幼児教育・保育施設への指導・助言の体制を強化します。 

●教育・保育内容の充実に向け、特長ある教育の提供・保育を推進し、各施設の魅力向上に取り組みま

す。 
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★ 基本目標２ 地域における子育ての支援 ★ 

個別施策③ 地域における子育て支援サービスの充実 

＜施策の方向性＞ 

 
 

＜評価指標＞ 

指標名 現状  目標 

つどいの広場（地域子育て支

援拠点）の延べ利用者数 
6,789 人 平成 30 年度 

 
7,800 人 令和 6 年度 

公立園における園庭開放の

延べ実施回数 
66 回 令和元年度 

 
72 回 令和 6 年度 

 

＜重点事業＞ 

No 事業名 内容 担当課 

10 

利 用 者 支 援 事 業

（基本型・母子保健

型） 

子どもや保護者等が、子ども・子育て支援サービスの中から適切なもの

を選択し、円滑に利用できるよう、相談対応及び情報提供を実施す

ることで利用者の支援を行っています。令和２年度から母子保健型を

新たに開始します。 

こども未来課・ 

健康推進課 

11 
地域子育て支援拠点

事業 

概ね 3 歳までの子どもとその保護者の交流を図るための拠点を市内 2

箇所で開設しています。常駐する支援員（保育士等）が育児相談

なども行っています。支援員の資質向上やイベントの充実等により居

心地の良い環境づくりに努めます。 

こども未来課 

12 子育て短期支援事業 

保護者が病気、疲労等の理由により、家庭において児童を養育する

ことが一時的に困難になった場合等に児童を養育・保護する事業で、

市内での実施はありません。児童養護施設等との連携が必要なた

め、実施の検討と関係施設との調整を行います。 

こども未来課・ 

社会福祉課 

13 
ファミリー・サポート・セ

ンター事業 

子育て中の保護者と育児の応援をしたい人が会員として登録し、相

互援助活動に関する連絡・調整を行う事業で、笠岡市ファミリー・サポ

ート・センターを利用することができます。事業を積極的に PR し、会員

の拡大に努めます。 

こども未来課 

14 

放課後児童健全育

成（放課後児童クラ

ブ）事業 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生児童に生活の場を

提供する事業で、７小学校区ごとに自主運営方式で実施していま

す。地域の実情に応じた施設整備を行うとともに、運営支援を継続

し、事業の充実を図ります。 

こども未来課 

●子育て家庭の身近な相談の場や保護者同士の交流の場となるよう、地域子育て支援センターの利用促

進を図ります。 

●支援サービスを必要とする人へ適切な情報提供が行えるよう、利用者支援事業に取り組みます。 

●就労世帯の児童に放課後の適切な遊びや生活の場を提供するため、放課後児童クラブの運営支援に継

続して取り組みます。 



40 

No 事業名 内容 担当課 

15 
実費徴収に係る補足

給付を行う事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、保育所、幼稚園、認定こど

も園に在籍する子どもの保護者が支払うべき日用品、文房具などの

物品の購入費用の一部を助成する事業で、継続して実施します。 

こども未来課 

16 園庭開放の充実 

未就園児を対象に、地域における子育て支援の一環として、市内の

保育所、幼稚園、認定こども園で定期的に実施しています。実施内

容の充実を図るとともに、子育て通信等で積極的に周知します。 

こども未来課 

  

 

個別施策④ 保育サービスの充実 

＜施策の方向性＞ 

 
 

＜評価指標＞ 

指標名 現状  目標 

幼稚園における一時預かり 

事業 
未実施 令和元年度 

 
実施 令和 2 年度 

第３子以降の幼児教育・保

育の無償化、副食費の免除 
実施 令和元年度 

 
継続実施 令和 6 年度 

 

＜重点事業＞ 

No 事業名 内容 担当課 

17 小規模保育事業 

少人数（定員 6 人～19 人）を対象に、きめ細やかな保育を行う事

業で、市内での実施はありません。民間事業者の参入を支援するとと

もに、市民ニーズに応じて検討します。 

こども未来課 

18 事業所内保育事業 

会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを

一緒に保育する事業で、市内での実施はありません。民間事業者の

参入を支援します。 

こども未来課 

19 家庭的保育事業 

家庭的な雰囲気のもとで、少人数（定員5 人以下）を対象に、きめ

細やかな保育を行う事業で、市内での実施はありません。民間事業

者の参入を支援するとともに、市民ニーズに応じて検討します。 

こども未来課 

20 延長保育事業 

保育所、認定こども園に在籍する２・３号認定児を対象に、保護者

の就労時間等の事情により、通常の利用時間を延長して保育を行う

もので、市内全ての保育所、認定こども園で実施しています。 

こども未来課 

●休日保育や病後児保育等、保護者の様々なニーズに対応するサービスを継続して実施します。 

●家庭の状況に対応した保育の提供体制を整えるため、幼稚園における一時預かり事業の充実を図ります。 

●子育て家庭の保育料負担の軽減に向けて、「幼児教育・保育の無償化」に伴う円滑な給付の実施やその

他の軽減策を実施します。 
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No 事業名 内容 担当課 

21 
一時預かり事業（幼

稚園型・一般型） 

就労等により保育の必要性のある幼稚園、認定こども園の在園児や

保護者の事情（育児疲れ、通院など）で保育が必要となった乳幼

児を一時的に保育する事業です。提供体制の充実を図り、利用しや

すい環境を整備します。 

こども未来課 

22 
病児・病後児保育事

業 

病児・病後児を、病院や保育所等に付設された専用スペースで、看

護師等が一時的に保育する事業です。病児保育は、県内 18 市町

との協定による相互利用により、病後児保育は、市内私立保育所 1

箇所で実施しています。 

こども未来課 

23 休日保育 

保護者の就労形態の多様化に合わせて、日曜日、国民の祝日等に

保育を必要とする児童に対する保育を行うもので、私立保育所１箇

所で実施しています。 

こども未来課 

24 保育料等の軽減 

幼児教育・保育の無償化に伴う円滑な給付を行います。子どもを産

み育てやすい環境づくりのために、市が独自に行っている第３子以降

の幼児教育・保育の無償化及び副食費の免除を継続して実施しま

す。 

こども未来課 
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個別施策⑤ 相談支援と子育て支援のネットワークづくり 

＜施策の方向性＞ 

 
 

＜評価指標＞ 

指標名 現状  目標 

教育相談の実施回数 4 回 令和元年度 
 

4 回 

（継続実施） 
令和 6 年度 

 

＜重点事業＞ 

No 事業名 内容 担当課 

25 家庭児童相談 

家庭児童相談員が、家庭での子育ての悩みについての相談に応じ、

専門的立場から助言などを行っています。また、児童虐待、不登校等

に対し、関係機関と連携し、早期解決につながるよう対応します。 

社会福祉課 

26 教育相談 

子どもの健全な育成のために、臨床心理士が相談に応じる教育相談

を実施しています。健康福祉センター・金光公民館・ふれあい交流館

「サンパレア」の３箇所で実施しており、必要に応じて継続的な利用を

促進します。 

学校教育課 

27 子育て相談 

子育てコンシェルジュが、子育てや子どもの発達、就園・就学に関する

悩みなどの相談に応じています。子育て中の保護者にとって、身近な

存在で気軽に相談できるような体制を整えます。 

こども未来課 

28 
親子クラブの育成・支

援 

０歳から就園前の乳幼児とその保護者の交流や親睦のための組織

で、現在、つくし会とひよこ会の２つのクラブが活動を行っています。クラ

ブの円滑な運営のため、継続して支援を行います。 

こども未来課 

29 
地域における見守り活

動などの充実 

民生委員・児童委員が、子育て家庭への見守りや声掛け等を行い、

地域全体で子どもと子育て家庭を見守る体制づくりに努めています。

児童虐待等の社会問題に対応するため、定期的な情報交換の実施

や見守り体制の充実を図ります。 

社会福祉課 

30 

スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワー

カーの配置 

不登校や問題行動等に効果的に対応していくため、臨床心理士の

資格を有するスクールカウンセラーや、関係機関との連携強化のための

スクールソーシャルワーカーを配置し、支援体制の充実を図ります。 

学校教育課 

 

  

●家庭児童相談員や発達支援コーディネーター、臨床心理士、スクールソーシャルワーカー等、専門的な知

識をもった相談員を配置・派遣し、家庭や子どもの悩み・不安の解消や必要な支援へのつなぎを行います。 

●親子クラブや地域での見守り活動等、保護者同士の交流や地域との交流の促進を図り、保護者の育児不

安の解消に取り組みます。 
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個別施策⑥ 「子育てキラ星」の情報発信と魅力 PR 

＜施策の方向性＞ 

 
 

＜評価指標＞ 

指標名 現状  目標 

子育て応援サイトトップページ

のアクセス数 
2,483 アクセス 平成 30 年度 

 
3,000 アクセス 令和 6 年度 

子育て応援メール登録者数 609 人 令和元年 12 月 
 

950 人 令和 6 年度末 

 

＜重点事業＞ 

No 事業名 内容 担当課 

31 
子育てガイドブック・子

育て通信の発行 

子育てサービスや相談窓口等を幅広くまとめた子育てガイドブックを毎

年発行しています。また、未就園の親子向けの情報をまとめた子育て

通信を年 5 回発行しています。内容の充実を図り、親しみのもてる紙

面づくりに努めます。 

こども未来課 

32 
子育て応援サイトの

充実 

市のホームページ内に子育て応援サイトを開設し、子育ての支援制

度や関連施設、相談窓口など、子育てに関する情報を掲載していま

す。掲載情報を充実させるとともに、情報を分かりやすく整理し、閲覧

しやすいサイトづくりに努めます。 

こども未来課 

33 
子育て応援メールマガ

ジンの配信 

子育て情報のメール配信サービス希望者を対象に、子ども向けのイベ

ントや子育てに関する情報を毎週水曜日にメールマガジンとして配信

しています。内容を充実させるとともに、サービスの周知に努め、登録

者の拡大を図ります。 

秘書政策課 

34 
子育て支援情報コー

ナーの開設 

公民館など市内５箇所に子育て支援情報コーナーを開設し、子育て

に関する様々な情報提供を行っています。各種パンフレットやイベント

チラシなどを設置し、子育てに関する情報を気軽に入手できる場所と

して活用いただけるよう努めます。 

こども未来課 

35 

子育て世帯の移住・

定住のための情報発

信 

本市の子育ての魅力や居住環境の良さを市内外に PR するための移

住・定住ポータルサイト開設し、情報発信を行っています。子育て世

帯の移住・定住につなげるために、適宜、掲載情報の更新と、サイトの

PR に努めます。 

地域創造課 

  

●紙媒体やウェブ媒体といったさまざまなツールを活用するとともに、メールマガジンの配信や支援情報コーナー

の設置等、情報を届ける方法についても工夫をし、子育て支援に関する情報発信の充実に取り組みます。 

●本市の子育て環境の魅力を効果的に PR し、本市への移住や定住促進につなげます。 
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★ 基本目標３ 妊産婦・子どもに関する切れ目のない保健対策の充実 ★ 

個別施策⑦ 子どもや保護者の健康の確保 

＜施策の方向性＞ 

 
 

＜評価指標＞ 

指標名 現状  目標 

産後ケアの利用者満足度 

（アンケート評価） 

アンケート 

未実施 
令和元年度 

 
満足度 70％ 令和 6 年度 

子育て世代包括支援センター 

（母子保健型）の設置 
未設置 令和元年度 

 
設置 令和２年度 

 

＜重点事業＞ 

No 事業名 内容 担当課 

36 妊産婦健康診査 

安全に出産を迎えることができるための経済支援として、母子健康手

帳交付時に妊婦健康診査等が無料となる補助券を交付しています。

母親と子どもの健康維持のため、妊娠期から産後まで継続して実施し

ます。 

健康推進課 

37 産後ケア事業 

市が契約する助産院において、産婦（産後３か月以内）の心身の

健康管理や育児相談などを行っています。宿泊型と通所型（日帰

り）があり、利用料の一部を補助しています。 

健康推進課 

38 
乳児家庭全戸訪問

事業 

生後４カ月頃の乳児がいる家庭に愛育委員が訪問し、子育て支援

に関する情報提供や相談対応、養育環境の把握等を行っています。

個別に対応が必要なケースには、保健師との連携により対応を行って

います。 

健康推進課 

39 養育支援訪問事業 

第１子は全員、第２子以降は希望者を対象に、保健師等が家庭を

訪問し、育児相談や母子保健事業の案内等を行っています。養育

支援が特に必要な家庭の把握を行い、必要な支援に結び付けられる

よう努めます。 

健康推進課 

40 健康診査の実施 

乳幼児の健全な成長と保護者の育児を支援するため、月齢・年齢に

応じた健康診査、育児相談等を行っています。親子の状態を確認

し、必要に応じて適切な支援に結び付けていくため、把握率 100％を

目標に継続して実施します。 

健康推進課 

●妊産婦の健康確保に向けて、妊産婦健康診査の受診勧奨に取り組むとともに、産後間もない母親へのケ

アの充実に取り組みます。 

●妊娠期から出産、子育て期にわたり、保護者の育児不安の解消や適切な情報提供、必要な支援の提供

につなげるため、「子育て世代包括支援センター」を設置します。 

●乳幼児健康診査や予防接種の実施等により、子どもの健康確保を図ります。 
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No 事業名 内容 担当課 

41 予防接種の実施 

感染症の予防及び罹患したときの重症化予防ため、法定の定期予

防接種の費用を負担します。個人の予防だけでなく社会的に感染症

の蔓延を防ぐためにも重要であることから、継続して実施します。 

健康推進課 

42 
思春期の健康づくり教

室の充実 

思春期における保健対策の一環として、市内の公立中学校における

思春期講演会への補助を行っています。 
健康推進課 

43 
子育て世代包括支援

センター事業 

妊娠期から子育て期にわたる様々なニーズに対して、総合的相談支

援を提供するためのワンストップ拠点として、子育て世代包括支援セン

ターの設置を検討します。 

健康推進課 

 

 

個別施策⑧ 食育の推進 

＜施策の方向性＞ 

 
 

＜評価指標＞ 

指標名 現状  目標 

栄養教諭等による食育指導

回数 

小・中学校全学級

２回／年 
令和元年度 

 

小・中学校全学級

２回／年 

公立保育所・幼稚

園・認定こども園 

１回/年 

令和 6 年度 

 

＜重点事業＞ 

No 事業名 内容 担当課 

44 
乳幼児期における食

育の推進 

発達段階に応じた食の正しい知識と習慣の取得のため、乳幼児健診

時に管理栄養士から個別の指導を行っています。食習慣は成人期・

老年期における健康にも大きく影響するため、継続して実施します。 

健康推進課 

45 
園における食育の推

進 

保育所、幼稚園、認定こども園において、食に関する興味・関心を高

めるため、栽培、収穫、調理、食育遊び等を行っています。保護者に

は、食育だより等により、食に関する情報提供を行っています。 

こども未来課 

46 
栄養教諭等による食

育指導の推進 

小中学校や幼稚園等において、栄養や食事の摂り方等について、正

しい知識に基づいた食生活や望ましい食習慣を身に付けられるよう、

栄養教諭等による指導を行っています。引き続き、健全な食生活のた

めの食育の推進に取り組みます。 

学校教育課・ 

こども未来課 

47 
小学生の料理教室の

開催 

子ども体験活動教室において、栄養改善委員が指導者となり、郷土

料理や地域の特産品等を使った料理教室を実施しています。引き続

き、地域の食文化への興味喚起や栄養バランスの取れた食生活の習

慣づけを働きかけます。 

生涯学習課 

●マタニティクラスや乳幼児健康診査、各種教室等、さまざまな機会を活用して食育についての知識の提供や

指導を行います。 

●学校における食育を推進するため、栄養教諭等の活用を図ります。 
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★ 基本目標４ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 ★ 

個別施策⑨ 子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備 

＜施策の方向性＞ 

 
 

＜評価指標＞ 

指標名 現状  目標 

コミュニティ・スクールを導入す

る学校数 
6 校 令和元年度 

 
全 10 校 令和 2 年度 

小中一貫教育 導入準備中 令和元年度 
 

全中学校区 

で実施 
令和 3 年度 

 

＜重点事業＞ 

No 事業名 内容 担当課 

48 保健教育の充実 

健康情報や性、薬物等の情報を正しく選択し、適切な対応ができる

よう教育を行っています。専門家や関係機関と連携しながら、効果的

な支援につながるよう継続して取り組みます。 

学校教育課 

49 保育教育の推進 

小学校生活科や小中学校の総合的な学習の時間において、保育

所、幼稚園、認定こども園との交流を行い、園児とふれあう機会をつく

っています。また、中学校家庭科での幼児とふれあう活動を通じて、幼

児期の理解を深めています。 

学校教育課 

50 

子ども一人ひとりに応

じたきめ細やかな指導

の充実 

一人ひとりの「わかった」「できた」のために、授業・家庭学習・定着状況

把握・補充学習のサイクルを大切にした学力向上の取組みを推進し

ます。学校全体で組織的に取り組めるよう校長会や学力向上推進

委員会等への働きかけを行います。 

学校教育課 

51 
長期欠席・不登校対

策支援員の配置 

登校支援員・別室支援員を配置し、不登校傾向にある児童生徒へ

の登校支援や別室での学習等の支援を行っています。関係機関と連

携しながら、各校で適切な支援が行えるよう、継続して指導・助言を

行います。 

学校教育課 

52 
情報モラル教室の推

進 

子どもたちがスマートフォンやインターネットを安全に安心して活用するこ

とができるよう、情報モラルを身に付けさせる指導を行っています。児童

生徒だけでなく、保護者を巻き込んでの取組みにつなげていけるよう努

めます。 

学校教育課 

●薬物や飲酒等の防止に向けた保健教育や、携帯電話・スマートフォン等の適切な使用を啓発・指導する

情報モラル教育等を実施し、子どもの健やかな育ちを促します。 

●登校支援員・別室支援員を配置し、登校しにくくなっている生徒への支援を行います。 

●コミュニティ・スクールの推進により、地域の知見や協力を得ながら学校運営を行うとともに、小中一貫教育に

より、特色ある浅口市らしい教育の実現に取り組みます。 
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No 事業名 内容 担当課 

53 防犯教室の充実 

子どもたちが犯罪に巻き込まれないために、危険予知能力や危険回

避能力が身に付けられるよう、警察等関係機関と連携しながら定期

的に防犯教室に取り組んでいます。 

学校教育課 

54 
コミュニティ・スクールの

推進 

学校運営協議会制度を導入し、学校・家庭・地域が目標やビジョン

を共有して学校運営を行う地域とともにある学校づくりを推進していま

す。情報共有や研修機会の確保などにより、推進体制を強化します。 

学校教育課 

55 小中一貫教育の推進 

小・中学校９年間を通じた教育課程を編成し、学校・家庭・地域が

一体となった系統的な教育の充実に努めます。教育の在り方について

研究を進め、教育環境等の整備に取り組みます。 

学校教育課 

 

 

■小中一貫教育のイメージ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

■小中一貫教育の４つの方針 
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個別施策⑩ 家庭や地域の教育力の向上 

＜施策の方向性＞ 

 
 

＜評価指標＞ 

指標名 現状  目標 

放課後子ども教室の開催回数 16 回 令和元年度 
 

24 回 令和 6 年度 

 

＜重点事業＞ 

No 事業名 内容 担当課 

56 放課後子ども教室 

放課後の子どもの居場所づくりを目的に地域コーディネーターとの連携

により、様々な体験活動を実施しています。市内全小学校での取組

みを推進するとともに、引き続き、放課後児童クラブとの一体的な実

施を行います。 

生涯学習課 

57 
週末子ども体験活動

教室 

豊かな人間性や自ら学び考える力などの「生きる力」の育成を図るた

め、地域ボランティアの協力を得て、週末の時間を利用して、各公民

館において、様々な体験活動を実施しています。 

生涯学習課 

58 
地域学校協働本部

事業 

地域の高齢者、成人、学生、保護者、PTA、NPO、民間企業、団

体・機関等の幅広い地域住民等の参画により、地域と学校が連携・

協働して「学校を核とした地域づくり」を目指すため、様々な活動を実

施しています。 

生涯学習課 

59 家庭教育支援事業 

小学校で学童期子育て講座や就学時健康診断等の機会を活用し

た講座「親力アップ！子育ていきいき塾」を実施しています。また、親

子対象の家庭教育学級を実施し、家族の絆を深め、地域交流の場

づくりを推進していきます。 

生涯学習課 

60 
子どもの読書活動の

推進 

読書活動は、子どもの成長に欠くことのできないものであり、発達段階

に応じた子どもの読書環境整備を進めています。また、読み聞かせボラ

ンティア団体による合同研修を実施し、技術の向上と共通理解に努

めています。 

生涯学習課 

61 環境学習の推進 

夏休み期間中に、親子で環境関連施設を見学できる「こどもエコツア

ー」を実施しています。また、家庭ごみ収集委託業者と連携した環境

学習を実施し、ごみに関する知識の習得と、ごみの分別等に対する意

識啓発を行っています。 

環境課 

 

  

●地域ボランティアの協力・協働により、子どもに体験学習の機会を提供する放課後子ども教室の実施や学

校運営・学校の環境整備、読書活動の推進に取り組みます。 

●保護者を対象とした講座を開催し、家庭の教育力向上を図ります。 
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★ 基本目標５ 子育てを支援する生活環境の整備 ★ 

個別施策⑪ 安心して暮らせる生活環境の整備 

＜施策の方向性＞ 

 
 

＜評価指標＞ 

指標名 現状  目標 

赤ちゃんの駅の設置箇所数 34 箇所 令和元年 12 月 
 

36 箇所 令和 6 年度末 

 

＜重点事業＞ 

No 事業名 内容 担当課 

62 
公園などの子どもの遊

び場の整備 

身近なコミュニティ広場の整備支援や大型遊具のある総合公園、ロケ

ット広場、夏に水遊びができるジャブジャブ池等の環境整備を行ってい

ます。また、夏季において天草公園体育館を遊び場として開放してお

り、こうした既存施設の活用により、子どもの遊び場確保に努めます。 

生涯学習課・ 

地域創造課・ 

建設業務課・ 

こども未来課 

63 
市営住宅の維持・活

用 

低所得者に対する住居確保のため、市営住宅を整備し、良好な生

活環境維持のための老朽箇所や破損箇所の修繕を行っています。ま

た、市営住宅入居の抽選の際に、ひとり親世帯や障がい者世帯など

は当選率を優遇しています。 

建設業務課 

64 赤ちゃんの駅の設置 

安心して子育てできる環境づくりのため、乳幼児を連れて外出した際

におむつ交換や授乳ができるスペースを赤ちゃんの駅として登録してい

ます。より利用しやすい環境づくりを目指すとともに、登録の拡大を図り

ます。 

こども未来課 

65 通学路の安全確保 

各学校（PTA）から通学路における危険箇所の報告を受け、交通

安全プログラムのもと、学校・道路管理者・警察・各担当部署と合同

点検を実施し、対策や改善等を行っています。引き続き、危険箇所の

改善対策を推進します。 

学校教育課 

66 交通安全教育の充実 

子どもたちが交通ルールやマナーを正しく身に付けることができるよう、

警察や交通指導員等と連携しながら交通安全教育に取り組んでいま

す。実施内容や時期等を工夫し、充実を図ります。 

学校教育課・ 

くらし安全課 

67 
防犯パトロール等の実

施 

青色防犯パトロールを週２回程度、児童の下校時間に実施していま

す。青色防犯パトロール講習会を継続実施するとともに、PTA や防犯

ボランティア等の関係機関・団体と連携したパトロールの活動の推進に

取り組みます。 

くらし安全課 

  

●公園の安全性の確保や維持・管理のほか、利用しやすい公園づくりや子育て支援につながる公園の活用に

取り組みます。 

●親子や児童・生徒が安心して外出、通学できる環境整備に取り組みます。 
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個別施策⑫ 子どもの健全育成と居場所づくり 

＜施策の方向性＞ 

 
 

＜評価指標＞ 

指標名 現状  目標 

スポーツ少年団の加入率 

（小学 1～6 年生） 
31％ 平成 31 年 4 月 

 
33％ 令和 6 年 4 月 

こども天文クラブの活動への 

延べ参加人数 
85 人（見込） 平成 30 年度 

 
100 人 令和 6 年度 

 

＜重点事業＞ 

No 事業名 内容 担当課 

68 
青少年育成センター

事業 

「補導活動」「相談活動」「環境浄化活動」「広報啓発」の４本柱を

軸に、平日の地域見守りパトロール、街頭キャンペーン、育成だよりの

発行等により、青少年を取り巻く社会環境に対応したきめ細かな活動

を実施しています。 

生涯学習課 

69 不登校対策事業 

「大簡塾（適応指導教室）」において、学校に行きづらい児童・生徒

一人ひとりの実態に合わせた学習支援を行い、学校復帰を目指して

います。安心して通える場所づくりに努め、継続的な支援を行います。 

学校教育課 

70 歴史公園活用事業 

かもがた町家公園にて小学生を対象とした昔体験「町家塾」を開催

し、子どもの健全育成を図っています。指導者の後継育成に努めると

ともに、事業内容の充実を図ります。 

文化振興課 

71 
スポーツ少年団の育

成 

スポーツを通じて健全な身体と心を育むことを目的とし、市内外の小

学生を中心に、スポーツ少年団が活動しており、引き続き、団体の育

成と支援を行います。また、活動を通じて社会性が習得されるよう、指

導者の育成等に努めます。 

生涯学習課 

72 
こども天文クラブの活

動推進 

小学生を対象に、天文や望遠鏡の使い方など、天文学の基礎知識

を楽しく学べる「こども天文クラブ」の活動を行っています。天文について

の関心が高まるよう活動内容を工夫するとともに、郷土愛の育成につ

ながる取組みを推進します。 

文化振興課 

73 
「天文のまちあさくち」

推進事業 

天文に関する各種イベントや国立天文台 188cm 望遠鏡での観望

会など、「天文のまちあさくち」ならではの特色ある取組みを実施してい

ます。引き続き、国立天文台や京都大学と連携し、子どもも参加でき

る魅力ある取組みを行います。 

文化振興課 

  

●青少年育成センターによる指導や啓発活動を推進し、子どもの健全育成を図ります。 

●スポーツ少年団の育成支援を通じて、子どものスポーツ活動を促進します。 

●浅口市の持つ「天文のまち」としての資源・イメージを活用した活動や居場所づくりに取り組みます。 
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★ 基本目標６ 職業生活と家庭生活との両立の推進 ★ 

個別施策⑬ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

＜施策の方向性＞ 

 
 

＜評価指標＞ 

指標名 現状  目標 

おかやま子育て応援宣言企

業・事業所数 
8 社 令和元年 12 月 

 
10 社 令和 6 年度末 

 

＜重点事業＞ 

No 事業名 内容 担当課 

74 
ワークライフバランスの

普及啓発活動の実施 

仕事と生活の調和のとれた働き方の実現に向け、労働者・事業主、

地域住民等への広報・啓発、情報提供を行っています。育児休業制

度の周知を図るなど、関係機関と連携しながら普及啓発に努めます。 

市民課 

75 
企業・事業所における

子育て支援の推進 

くるみんマークやおかやま子育て応援宣言企業ロゴマークなどの周知を

図り、子育て支援に積極的に取り組んでいる企業・事業所の情報提

供を行うなど、子育てしやすい職場環境づくりの促進に努めます。 

市民課 

76 
子育て世帯に対する

就労支援 

子育て世帯の定住促進や就労支援のため、就職・職業相談、求人

情報の提供、履歴書の書き方指導などを行う出張相談所の開設や

女性相談会を開催しています。また、関係機関と連携して、出産・育

児後の再就職を支援します。 

市民課 

  

●仕事と子育ての両立がしやすい働き方の普及・理解促進に向けて、企業に対するワークライフバランスの啓

発に取り組みます。 

●就労を希望する保護者への支援に取り組みます。 
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★ 基本目標７ 要保護児童への対応などきめ細かな取組みの推進 ★ 

個別施策⑭ 児童虐待防止対策の充実 

＜施策の方向性＞ 

 
 

＜評価指標＞ 

指標名 現状  目標 

子ども家庭総合支援拠点の

設置 
未設置 令和元年度 

 
設置 令和４年度 

 

＜重点事業＞ 

No 事業名 内容 担当課 

77 
要保護児童対策地

域協議会の充実 

通報や乳幼児健診等で要保護児童を早期発見し、適切な保護を

行うため、ケース検討会議や実務者会議で援助方針を協議します。

また、代表者会議では、状況報告、困難事例の意見交換とあわせ

て、関係機関との連携強化に努めます。 

社会福祉課 

78 
要保護児童の見守り

活動の充実 

要保護児童が在籍する学校・園に見守りを依頼し、毎月「近況連絡

票」により、子どもの状況を把握しています。また、家庭児童相談員

が、必要に応じて現場に出向き、子どもの様子の確認や情報収集を

行います。 

社会福祉課 

79 
子ども家庭総合支援

拠点事業 

子どもの福祉に関する支援体制を充実させるため、実情の把握や相

談対応、関係機関との連絡調整などを一体的に行うための拠点とし

て、子ども家庭総合支援拠点を設置します。 

社会福祉課 

  

●関係機関の連携を強化し、要保護児童の早期発見、「要保護児童対策地域協議会」での情報共有や

援助方針の検討、支援に取り組みます。 

●保護者への相談対応や虐待に関する情報収集、関係機関との調整を担う「子ども家庭総合支援拠点」を

整備し、支援体制の強化を図ります。 
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個別施策⑮ ひとり親家庭等の自立支援 

＜施策の方向性＞ 

 
 

＜評価指標＞ 

指標名 現状  目標 

生活困窮家庭等の子どもの

居場所設置箇所数 
３箇所 令和元年度 

 
５箇所 令和 6 年度 

 

＜重点事業＞ 

No 事業名 内容 担当課 

80 
ひとり親家庭等に対す

る支援 

母子父子自立支援員が、ひとり親家庭の自立に向け、仕事、経済

面、子育てなどの相談に応じ、助言や情報提供を行います。また、離

婚前相談や養育費・面会交流の相談にも応じます。 

社会福祉課 

81 
子どもの貧困対策の

推進 

家庭事情により、健やかな成長に必要な生活環境や教育の機会が

確保できない子どもについて、民間団体等と連携し、子ども食堂や学

習支援などの居場所づくりを進めます。 

社会福祉課 

  

●母子父子自立支援員を配置し、相談対応と必要な支援につなげます。 

●貧困の状況にある子どもが健やかに育つ環境整備や教育の機会均等に向けて、学習支援や「子ども食堂」

等の取組みを支援します。 
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個別施策⑯ 障がい児施策の充実等 

＜施策の方向性＞ 

 
 

＜評価指標＞ 

指標名 現状  目標 

にじいろぱらそるの開設日数 週１回 令和元年度 
 

週１回 

（継続実施） 
令和 6 年度 

ももっこ教室の開催回数 年 12 回 令和元年度 
 

年 12 回 

（継続実施） 
令和 6 年度 

 

＜重点事業＞ 

No 事業名 内容 担当課 

82 
発達支援コーディネー

ターの配置 

発達支援コーディネーターを配置し、子どもの発達や障がい等に不安

や悩みのある保護者の相談に対応し、必要に応じて関係機関と連携

しながら支援を行います。また、園・学校からの相談にも応じています。 

社会福祉課 

83 

発達障がいのある子ど

もとその保護者への支

援 

発達が気になる子どもとその保護者が安心して過ごせ、不安や悩みを

相談できる場所として「にじいろぱらそる」を開所しています。また、子育

てに不安や悩みを持つ保護者を対象とした講座を開催するなど、支援

活動を行っています。 

社会福祉課 

84 要観察児教室の充実 

成長や発達に不安のある子どもとその保護者が、集団遊び等を通じて

子の成長・発達を促し、育児相談できる場として「ももっこ教室」を開

催しています。発達支援コーディネーターとも連携しながら、継続して育

児不安への対応を行います。 

健康推進課 

85 
特別支援教育支援

委員会の充実 

児童生徒の詳細な情報を共有し、一人ひとりの教育的ニーズに応じ

た支援ができるよう、関係機関と連携しながら取り組んでいます。引き

続き、関係機関との連携推進に努め、個別の指導・支援体制の充実

を図ります。 

学校教育課 

86 特別支援教育の充実 

教職員の特別支援教育のスキルアップに向けて、効果的な研修を実

施し、指導力向上に努めています。専門性を有する講師を招聘する

など研修内容の工夫を行い、特別支援教育の充実に努めます。 

学校教育課 

87 
障がい児支援のため

の保育体制の充実 

発達に課題がある子どもや障がいのある子ども一人ひとりに応じた支援

を行うため、公立保育所、幼稚園、認定こども園に生活支援員を配

置しています。また、私立保育所、認定こども園が発達障がいのある

子どもを受け入れた際の人員加配に対する支援を継続します。 

こども未来課 

●乳幼児健診等のさまざまな機会の活用や発達支援コーディネーターの配置により、障がいの早期発見と早

期療育に向けた支援を行います。 

●発達が気になる子どもとその保護者の居場所づくりを進めます。 

●発達がい害等の特別な支援の必要な子どもに対する適切な支援に向けて、幼稚園教諭や保育士、教

員、支援者等の資質の向上に取り組みます。 
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第５章 

主要事業における 

量の見込みと確保方策 
 

 

 

 

★ 第１節 新制度における保育の必要性について ★ 

（１）認定区分 

子ども・子育て支援新制度においては、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づき、「保育

の必要性」の有無を次の３つの区分に分けて認定した上で、給付を支給する仕組みとなります。 

 

■認定区分 

認定区分 内 容 利用施設 

１号 
満３歳以上で、幼稚園等での教育を希望する就学前子ども 

（教育標準時間認定） 
幼稚園・認定こども園 

２号 
満３歳以上で、保育の必要性の認定を受けた就学前子ども 

（保育認定） 
保育所・認定こども園 

３号 
満３歳未満で、保育の必要性の認定を受けた就学前子ども 

（保育認定） 

保育所・認定こども園 

・地域型保育事業※ 

※小規模保育（利用定員６人以上19人以下）、家庭的保育（利用定員５人以下）、事業所内保育（主として従業員の子

どもに保育を提供）、居宅訪問型保育（居宅において１対１の保育を提供）の４種類 

 

（２）認定基準 

保育の必要性の認定にあたっては、国が以下の３点について認定基準を作成し、国が定める「従うべ

き基準」と「参酌すべき基準」の区分に従い、市においては規則等により基準を定めます。 

 

  

① 事 由：保護者の就労又は疾病その他の内閣府令で定める事由 

② 区 分：保育標準時間認定（「標準時間」）又は保育短時間認定（「短時間」）の区分（保育

必要量） 

③ 優先利用：ひとり親家庭や虐待のおそれのあるケースの子ども等 
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★ 第２節 子どもの人口推計結果 ★ 

令和２年度から令和６年度までの子ども数の見込みは、下記のとおりです。 

 

年齢 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

０歳 173 168 164 159 157 

１歳 194 188 183 178 173 

２歳 231 199 193 188 183 

３歳 181 237 204 199 194 

４歳 245 188 246 211 206 

５歳 229 250 192 250 215 

就学前合計 1,253 1,230 1,182 1,185 1,128 

６歳 228 241 263 201 262 

７歳 260 232 245 267 204 

８歳 267 263 234 247 269 

９歳 281 268 264 235 248 

１０歳 285 282 269 264 236 

１１歳 278 284 282 268 264 

小学生合計 1,599 1,570 1,557 1,482 1,483 

合計 2,852 2,800 2,739 2,667 2,611 

 

★ 第３節 幼児期の教育・保育提供区域の設定 ★ 

市町村の子ども・子育て支援事業計画では、子ども・子育て支援法に基づき、教育・保育及び地域子

ども・子育て支援事業の現在の利用状況や保護者の利用希望を踏まえた「事業量の見込み（以下、「量

の見込み）」を設定し、これに対応するための具体的な提供方針としての「確保の内容とその実施時期

（以下、「確保方策」という。）」を定めることとされています。 

また、この「量の見込み」と「確保方策」を定める単位として、地理的条件、人口、交通事情その他

の社会的条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するための施設整備の状況その他の条

件を総合的に勘案し、地域の実情に応じて、保護者や子どもが居宅から容易に移動することが可能な区

域である「教育・保育提供区域（以下、「提供区域」という。）」を定める必要があります。 

本市では、１期計画に引き続き、提供区域を１区域（全市）とし、幼児期の教育・保育や地域子ども・

子育て支援事業の利用ニーズに対し、全市での提供体制の整備を図ります。 
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■各施設の配置図 
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★ 第４節 子ども・子育て支援給付 ★ 

（１）幼児期の教育・保育（保育所、幼稚園、認定こども園等） 

＜確保方策の考え方＞ 

１号認定については、本市では３つの公立幼稚園と５つの私立・公立認定こども園（教育部分）により、

受け入れを行っています。公立幼稚園については、３年保育（３歳児保育）に対するニーズを踏まえ、令

和２年４月から金光幼稚園において３年保育を開始するとともに、幼稚園の通園区域を撤廃します。鴨

方東幼稚園及び鴨方西幼稚園における３年保育の実施については、動向を踏まえ検討を行います。また、

「幼児教育・保育の無償化」に伴い、保育利用の増加が予測されます。幼稚園における預かり保育の提供

体制を充実させ、保育ニーズ（２号認定の教育希望者）への対応を強化します。 

２号認定及び３号認定については、４つの私立・公立保育所と５つの私立・公立認定こども園（保育所

部分）により、受け入れを行っています。低年齢における保育ニーズの高まりから、１歳及び２歳におけ

る確保量が、令和２年度から令和３年度までの期間において不足すると予測されます。民間の幼児教育・

保育施設との連携のもと、利用定員（保育枠）の拡大に向けた検討を行います。併せて、課題となってい

る保育士の確保等に対する支援を充実させ、安定的な保育の受け入れ体制の確保に努めます。 

また、保育サービスにおける民間事業者の参入について引き続き支援していきます。 

【単位：実利用人数/年】 

年度 令和２年度 令和３年度 

認定区分 3 号 
2 号 

1 号 3 号 
2 号 

1 号 
  教育希望   教育希望 

年齢 0 歳 1-2 歳 3-5 歳 3-5 歳 3-5 歳 0 歳 1-2 歳 3-5 歳 3-5 歳 3-5 歳 

①量の見込み 64 254 373 143 63 62 231 385 147 65 

②確保量※ 80 227 432 675 80 227 432 675 

②－① 16 ▲27 59 469 18 ▲4 47 463 

年度 令和４年度 令和５年度 

認定区分 3 号 
2 号 

1 号 3 号 
2 号 

1 号 
  教育希望   教育希望 

年齢 0 歳 1-2 歳 3-5 歳 3-5 歳 3-5 歳 0 歳 1-2 歳 3-5 歳 3-5 歳 3-5 歳 

①量の見込み 61 225 365 140 62 59 219 376 144 64 

②確保量※ 80 227 432 675 80 227 432 675 

②－① 19 2 67 473 21 8 56 467 

年度 令和６年度 

  

認定区分 3 号 
2 号 

1 号 
  教育希望 

年齢 0 歳 1-2 歳 3-5 歳 3-5 歳 3-5 歳 

①量の見込み 58 213 350 134 59 

②確保量※ 80 227 432 675 

②－① 22 14 82 482 

※保育所、幼稚園、認定こども園の利用定員  
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★ 第５節 地域子ども・子育て支援事業の充実 ★ 

（１）利用者支援事業（基本型・母子保健型） 【担当課：こども未来課・健康推進課】 

子ども及びその保護者や妊娠している方が、保育所、幼稚園、認定こども園での教育・保育や一時預

かりなどの地域子ども・子育て支援事業等の中から適切なものを選択し、円滑に利用できるよう、相談

対応及び情報提供を実施することで利用者支援を図ります。 

＜確保方策の考え方＞ 

子育てコンシェルジュをこども未来課に配置し、相談対応を行います。また、妊娠期から出産、子育

てにいたる相談に保健師が継続的に対応します。 

【単位：施設数】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 2 箇所 2 箇所 2 箇所 2 箇所 2 箇所 

②確保方策 2 箇所 2 箇所 2 箇所 2 箇所 2 箇所 

②－① 0 箇所 0 箇所 0 箇所 0 箇所 0 箇所 

 

（２）地域子育て支援拠点事業 【担当課：こども未来課】 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報提供、助言そ

の他の援助を行います。これにより、地域の子育て支援機能の充実、子育ての不安感の緩和等を図り、

子どもの健やかな育ちを支援します。 

＜確保方策の考え方＞ 

市内の公民館及び私立認定こども園の２箇所で実施します。 

【単位：①延べ利用回数／月 ②施設数】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 942 人回 874 人回 850 人回 826 人回 807 人回 

②確保方策 2 箇所 2 箇所 2 箇所 2 箇所 2 箇所 

 

（３）妊婦健康健診 【担当課：健康推進課】 

公費負担制度を利用して、妊婦一般健康診査を積極的に受けることで、妊婦の健康管理の向上を図り

ます。 

＜確保方策の考え方＞ 

県内医療機関等への委託により実施体制を継続して確保するとともに、窓口での案内や広報紙・ホー

ムページの掲載等により受診勧奨に努めます。 

【単位：延べ利用回数／年】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 1,905 人回 1,854 人回 1,805 人回 1,752 人回 1,730 人回 

②確保方策 1,905 人回 1,854 人回 1,805 人回 1,752 人回 1,730 人回 

②－① 0 人回 0 人回 0 人回 0 人回 0 人回 
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（４）乳児家庭全戸訪問事業（赤ちゃん訪問） 【担当課：健康推進課】 

生後３～４か月頃に、同意があった方に対して愛育委員が「こんにちは赤ちゃん訪問」をし、様々な

不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行います。支援が必要な家庭には適切なサー

ビスの提供を行うことで、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ります。 

＜確保方策の考え方＞ 

愛育委員との連携のもと、原則すべての乳児家庭への訪問と相談支援、情報提供を行います。 

【単位：実利用人数／年】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 173 人 168 人 164 人 159 人 157 人 

②確保方策 173 人 168 人 164 人 159 人 157 人 

②－① 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

 

（５）養育支援訪問事業 【担当課：健康推進課】 

養育支援が必要でありながら自分から支援を求めることができない家庭を早期に発見し、必要な訪

問支援を行います。 

＜確保方策の考え方＞ 

妊娠届時の面接や乳児家庭全戸訪問事業等により支援の必要な家庭を把握し、保健師が訪問や指導

を行います。 

【単位：実利用人数／年】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 97 人 95 人 91 人 92 人 87 人 

②確保方策 97 人 95 人 91 人 92 人 87 人 

②－① 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

 

（６）子育て短期支援事業 【担当課：こども未来課・社会福祉課】 

保護者の病気、疲労等により家庭で養育することが一時的に困難になった児童を保護します。また、

配偶者の暴力から一時的に逃れるためや経済的な理由により保護が必要になった親子等の保護を行い

ます。 

＜確保方策の考え方＞ 

対応可能な児童養護施設等との連携が必要なため、需要を見極めながら、実施に向けた検討と関係施

設との調整を行います。 

【単位：延べ利用人数／年】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 31 人日 30 人日 29 人日 29 人日 27 人日 

②確保方策 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 27 人日 

②－① ▲31 人日 ▲30 人日 ▲29 人日 ▲29 人日 0 人日 
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（７）ファミリー・サポート・センター事業 【担当課：こども未来課】 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受ける

ことを希望する者（依頼会員）と、当該援助を行うことを希望する者（提供会員）との相互援助活動に

関する連絡、調整を行う事業です。 

＜確保方策の考え方＞ 

笠岡市ファミリー・サポート・センターとの連携により、継続して事業を実施します。事業の周知を

図り、依頼会員及び提供会員の増加に努めます。 

【単位：延べ利用回数／年】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 57 人回 56 人回 54 人回 53 人回 52 人回 

②確保方策 57 人回 56 人回 54 人回 53 人回 52 人回 

②－① 0 人回 0 人回 0 人回 0 人回 0 人回 

※0～11 歳を対象にした事業の見込量 

 

（８）一時預かり事業 【担当課：こども未来課】 

① 幼稚園在園児型 

保護者が就労等により、通常の教育時間終了後及び長期休業中等、家庭での保育が困難な公立幼稚

園、認定こども園の児童を対象に、預かり保育を実施します。 

＜確保方策の考え方＞ 

市内の公立幼稚園３箇所、公立認定こども園２箇所、私立認定こども園１箇所で実施します。 

【単位：延べ利用人数/年】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 2,983 人日 3,073 人日 2,920 人日 3,004 人日 2,798 人日 

 
１号利用 848 人日 873 人日 830 人日 854 人日 795 人日 

２号利用 2,135 人日 2,200 人日 2,090 人日 2,150 人日 2,003 人日 

②確保方策 2,983 人日 3,073 人日 2,920 人日 3,004 人日 2,798 人日 

②－① 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

 

② 一般型 

育児疲れ、就労、冠婚葬祭、病気、リフレッシュなど保護者に代わって乳幼児の保育が必要な時に、

預かり保育を実施します。 

＜確保方策の考え方＞ 

市内の公立認定こども園１箇所、私立保育所１箇所、私立認定こども園１箇所で実施します。 

【単位：延べ利用人数／年】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 3,073 人日 2,975 人日 2,865 人日 2,852 人日 2,731 人日 

②確保方策 3,073 人日 2,975 人日 2,865 人日 2,852 人日 2,731 人日 

②－① 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 
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（９）延長保育事業 【担当課：こども未来課】 

就労形態の多様化に伴う保育需要に対応するため、通常保育を延長した保育を行います。 

＜確保方策の考え方＞ 

市内全ての保育所及び認定こども園（保育所部分）で実施します。 

【単位：実利用人数／年】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 139 人 136 人 131 人 131 人 125 人 

②確保方策 139 人 136 人 131 人 131 人 125 人 

②－① 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

 

（10）病児・病後児保育事業 【担当課：こども未来課】 

病児・病後児について、病院や保育所等の専用スペースで、看護師等が一時的に保育等を行う事業

で、病気により集団保育が困難で、かつ保護者が家庭で保育することが困難な児童が対象となります。 

＜確保方策の考え方＞ 

病児保育については、県内 18 市町との協定による広域的な相互利用により、提供体制を確保します。 

病後児保育については、私立保育所１箇所で実施します。 

【単位：延べ利用人数／年】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 187 人日 184 人日 176 人日 177 人日 168 人日 

②確保方策 187 人日 184 人日 176 人日 177 人日 168 人日 

②－① 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

 

（11）放課後児童健全育成（放課後児童クラブ）事業 【担当課：こども未来課】 

就労等により保護者が昼間家庭にいない小学校に就学している児童を対象に、適切な遊び及び生活

の場を提供し、児童の健全な育成を図ります。 

＜確保方策の考え方＞ 

放課後児童クラブは、小学校区ごとの７箇所・９施設で小学校の余裕教室や小学校の敷地内の専用施

設を利用して実施しています（令和元年９月現在）。 

支援員の確保に向けた処遇改善等の実施による運営支援や、小学校区ごとに小学校の余裕教室の活

用や既存施設の増改築等を段階的に進めることで、引き続き量の確保を図っていきます。また、放課後

子ども教室との一体的または連携により、実施内容の充実を図ります。 

【単位：実利用人数／年】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 389 人 382 人 388 人 362 人 372 人 

 
低学年 272 人 267 人 276 人 257 人 269 人 

高学年 117 人 115 人 112 人 105 人 103 人 

②確保方策 529 人 529 人 529 人 529 人 529 人 

②－① 140 人 147 人 141 人 167 人 157 人 
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「新・放課後子ども総合プラン」の推進 

全ての児童が放課後を安心・安全に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、放課後児童

クラブと放課後子ども教室の計画的な整備を進めることを目的として、国において「新・放課後子ども

総合プラン」が策定され、これに基づき本市においても取組みを推進します。 

 

区分 令和５年度 

放課後子ども教室の実施計画 ７箇所 

一体型放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の目標整備量 ２箇所 

 

〈具体的な方策〉 

 放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の一体的な、又は連携による実施を継続し、地域の実情

に合わせてプログラム等の充実を推進します。 

 放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の実施にあたっては学校関係者と連携し、余裕教室の活

用のほか、学校施設の一時的な利用等について検討を行います。 

 特別な配慮を必要とする児童に対しては、一人ひとりの心身の状態の把握及び個々の特性を踏ま

えた支援に努めます。 

 放課後児童クラブの開所時間については、ニーズの把握に努め、必要に応じて開所時間延長に向

けた協議、検討を行います。また、子どもの発達段階に応じた育成と環境づくりを推進するとと

もに、日常的な様子を利用者や地域住民に伝えるなどし、情報共有に努めます。 

 

 

 

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 【担当課：こども未来課】 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、幼児教育・保育施設等に対して、保護者が支払うべき日用

品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加費用等を助成する事

業です。 

＜実施の考え方＞ 

幼児教育・保育施設が行う保護者の実費負担について、低所得者の負担軽減を図るため、継続して実

施するとともに、事業の周知に努めます。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施 

 

（13）多様な主体が本制度に参入するための事業 【担当課：こども未来課】 

幼児教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究や、その他の多様な事業者の能

力を活用した幼児教育・保育施設等の設置または運営を促進するための事業です。 

＜実施の考え方＞ 

地域ニーズに即した保育等の事業充実を図るため、新規事業者が幼児教育・保育施設等の設置運営や

地域型保育事業の実施が円滑に行えるよう必要な支援を行います。  
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★ 第６節 幼児教育・保育の一体的提供と推進体制の確保 ★ 

（１）認定こども園についての考え方 

認定こども園は、幼児教育・保育を一体的に行う施設で、保護者の就労状況に関わらず利用すること

が可能であるため、保護者の就労状況が変化した場合でも、通い慣れた園を継続して利用できることが

大きな特長です。また、認定こども園は、地域の子育てを支援する役割も担っており、園に通っていな

い子どもの家庭であっても、子育て相談や親子の交流の場への参加が可能です。 

現在、本市には５つの認定こども園が設置・運営されています。今後も、保護者ニーズの把握を行い

ながら、地域の実情に応じた認定こども園の普及に努めるとともに、施設が認定こども園に移行する際

に必要な支援を適正に実施します。 

 

（２）質の高い教育・保育の提供に向けた考え方と推進方策 

保育所や幼稚園、認定こども園における質の高い教育・保育の提供に向けて、職員の資質や指導力の

向上を目的に現場訪問による指導や研修会を実施しています。今後も、全市的に質の高い教育・保育環

境を整備するため、私立、公立問わず、訪問指導や各種研修会の開催を行うことで人材育成を支援する

ほか、幼児教育アドバイザーの配置により、各施設への助言や運営支援を強化します。 

 

（３）幼児期の教育・保育施設の相互の連携及び小・中学校等との連携の推進方策 

本市においては、市内 12 の幼児教育・保育施設において、それぞれの特長ある教育・保育が提供さ

れており、教育プログラムや運営方法等についての情報交換や連携した取組みを促進することで、市全

体として質の高い教育・保育を提供することにつながります。こうした連携を支援するため、各施設長

や職員が交流できる機会を設けるよう努めます。また、幼小接続カリキュラムや小中一貫教育を推進す

ることで、子どもの主体的な学びや円滑な接続を支援します。 
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第６章 

計画の推進に向けて 
 

 

 

 

 

★ 第１節 計画の周知徹底 ★ 

浅口市を「希望ある未来へ 子どもとともに育つまち」としていくためには、市民一人ひとりが、子

育てと子育て支援の重要性を共有し、これに関する取組みを実践し継続していくことが欠かせません。

そのため、本計画について、関係機関・団体等への周知やホームページ等での内容公表・紹介などを行

います。また、本計画の概要版パンフレットを作成・配布し、計画の内容を幅広く周知します。 

 

 

★ 第２節 市民や関係団体等との連携 ★ 

子育てを社会全体で支援していくには、行政だけでなく、家庭や地域、教育・保育関係機関、企業な

どを含めて社会全体が連携することが必要です。 

本計画の推進にあたっては、保育所、幼稚園、認定こども園等をはじめ、地域型保育事業及び地域子

ども・子育て支援事業を行う事業者及び関係団体・関係機関などとの連携を深め、情報の共有化を図り

ながら、事業の推進・調整を行うとともに、家庭や地域、教育・保育機関、企業、行政それぞれが、子

育てや子どもの健全育成に対する責任や自ら果たすべき役割を認識し、互いに協力しながら、子育て支

援に関わるさまざまな施策を計画的・総合的に推進します。 
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★ 第３節 計画の進捗状況の管理・評価 ★ 

本計画の着実な推進を図るため、浅口市子ども・子育て会議において、事業の実施状況等について、

PDCA サイクル（計画・実行・評価・改善）に基づき、点検・評価し、必要に応じて問題点や課題の検

討を行い施策の改善につなげていきます。 

なお、当初の計画に対して「量の見込み」や「確保方策」などに大きな開きが見受けられる場合には、

中間年度(令和４年度)を目安として、計画の見直しを検討します。ただし、見直しを行った後の事業計

画の期間は、当初の計画期間(令和６年度)までとします。 

 

 

 

 

  

PLAN（計画） 
浅口市子ども・子育て会

議における審議等を踏ま

えて計画を策定 

DO（実行） 
計画に沿って事業を 

実施 

CHECK（評価） 
浅口市子ども・子育て会

議において事業の実施状

況を点検・評価 

ACTION（改善） 
計画の継続的改善・向上に

向けて必要な措置を実施 

PDCA 

サイクル 
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資料編 

★ 第１節 浅口市子ども・子育て会議条例 ★ 

平成 25 年 3 月 27 日条例第 1 号 

(設置) 

第 1 条 子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号。以下「法」という。)第 77 条第 1 項の規定に基づき、

浅口市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。 

(職務) 

第 2 条 会議は、法第 77 条第 1 項各号に掲げる職務を行う。 

(組織) 

第 3 条 会議の委員は 25 人以内とし、子ども・子育て支援に携わる関係機関その他の団体を代表する者の中

から市長浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。 

(委員の任期) 

第 4 条 委員の任期は 2 年とし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただ

し、再任を妨げない。 

(会長及び副会長) 

第 5 条 会議に会長 1 人及び副会長 1 人を置き、委員の互選により定める。 

2 会長は、会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

(会議) 

第 6 条 会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は教育委員会が招集する。 

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

(委員以外の者の出席) 

第 7 条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことが

できる。 

(庶務) 

第 8 条 会議の庶務は、健康福祉部教育委員会事務局において処理する。 

(委任) 

第 9 条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、市長教育委員会が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

(会議の招集の特例) 

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、第 6 条第 1 項の規定にかかわらず、市長が招集する。 

附 則(平成 26 年 6 月 30 日条例第 11 号) 

この条例は、平成 26 年 7 月 1 日から施行する。 
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★ 第２節 浅口市子ども・子育て会議委員名簿 ★ 

五十音順・敬称略  

役職 氏名 所属 

副会長 井上 邦男 浅口市議会 

会長 井山 房子 くらしき作陽大学 子ども教育学部 

委員 襟立 良夫 浅口市小学校長会（金光吉備小学校） 

委員 大武 智惠 にじいろぱらそる 

委員 奥村 貴子 浅口市民生委員児童委員協議会（浅口市鴨方地区民生委員児童委員協議会） 

委員 梶原 恭成 六条院こども園ＰＴＡ 

委員 神田 繁雄 金光学園こども園 

委員 佐藤 惠美 浅口市愛育委員会 

委員 嶋田 俊幸 岡山県倉敷児童相談所 

委員 高山 晴彦 浅口医師会 

委員 谷本 壱美 金光幼稚園ＰＴＡ 

委員 谷本 富子 つどいの広場のびっ子 

委員 中務 美保子 浅口市教育委員会 

委員 丸川 貴乃 つくし会 

委員 丸野 由美子 浅口保育協議会（浅口はちまん認定こども園） 

委員 三宅 るり子 浅口市公立幼稚園・こども園主任会（鴨方西幼稚園） 

委員 山本 英樹 浅口市放課後児童クラブ連絡協議会（鴨方東小学校児童クラブ運営委員会） 

委員 横山 勝志 浅口里庄ＰＴＡ連絡協議会（六条院小学校ＰＴＡ） 

令和２年３月末現在  

 

 



69 

★ 第３節 浅口市子ども・子育て会議の開催状況 ★ 

 平成 30 年度 

開催日 内容 

平成 30 年 11 月 26 日  子ども・子育て支援新制度について 

 第１期浅口市子ども・子育て支援事業計画について 

 第２期浅口市子ども・子育て支援事業計画策定に向けたアンケー

ト調査の実施について 

平成 31 年 3 月 29 日  第１期浅口市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について 

 第２期浅口市子ども・子育て支援事業計画策定に向けたアンケー

ト調査の結果について 

 平成 31 年度浅口市特定教育・保育施設の利用定員について 

 

令和元年度 

開催日 内容 

令和元年 7 月 29 日  子ども・子育て支援新制度について 

 第２期浅口市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

令和元年 9 月 30 日  第２期浅口市子ども・子育て支援事業計画（素案）について 

令和元年 12 月 23 日  第２期浅口市子ども・子育て支援事業計画（素案）について 

 パブリックコメントの実施について 

令和 2 年 3 月 23 日  第２期浅口市子ども・子育て支援事業計画（素案）パブリックコ

メントの提出意見及び市の考え方（案）について 

 第２期浅口市子ども・子育て支援事業計画について 

 第２期浅口市子ども・子育て支援事業計画の概要版について 

 令和２年度浅口市特定教育・保育施設の利用定員について 

  



70 

 ★ 第４節 幼児教育・保育のこれからを考えるワークショップの開催状況 ★ 

（１）実施概要 

市内保育所・幼稚園・認定こども園の園長、保育士、保育教諭、幼稚

園教諭のみなさんが一堂に会し、浅口市の幼児教育・保育の質の向上に

向けた今後の取組みを検討しました。 

ワークショップのファシリテーターには加留部貴行先生、講評には岡

山県教育庁より古館美穂子先生にお越しいただき、和やかな雰囲気の中

開催されました。 

 

（２）ワークショップの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ワークショップでの検討結果 

 

① 理想の幼児教育・保育とその現状 

～ 10年後の私たちはどのような幼児教育・保育をしているでしょうか ～ 

 

《参加者の意見》 

 子どもの集団生活が減っていくのでは…人と関わる力を育てる必要がある 

 子どもの良し悪しの判断をする力、考える力が弱まるのでは 

 AI が活用される。人にしかできないところがクローズアップされる 

 これまで家庭が担ってきた役割を、園が担うようになっている…このままでいいのだろうか 

 職員同士や、職員と保護者とのコミュニケーション、情報共有が現状難しい 

 10 年後、保育士が子どもから憧れられる職業であってほしい 等 

  

「理想の幼児教育・保育とその

現状」をテーマに、“10 年後の

私たちはどのような幼児教育・

保育をしているか”について話

し合いました。 

「保育者のスキルアップのた

めに」「働き方改革のために」

「園同士の連携のために」の３

つのテーマに分かれて、話し合

いました。 

それぞれのテーブルでどのよ

うな話し合いがあったのかを

共有するために、各テーブルで

まとめた資料や模造紙を見て

回りました。 
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② これから取り組むべきこと 

 

《参加者の意見》 

 

保育者のスキルアップのために 

 職員間で悩みを相談できる場を作りたい 

 園同士の情報交換・交流 

 同世代の先生と話せる機会づくり 

 身近な研修の場があるといい（新人指導の方法・経験別の研修(新人・中堅)） 

 保護者との連携(子どものことを共有する) 

 各学年の担任をもつ経験ができる体制 

 保育の時間の確保(保育に力を入れる時間がほしい) 等 

 

働き方改革のために 

 必要な職員数を確保する 

 保育士不足・人員確保のための働きやすい環境づくり 

 仕事の効率化を図る（書類の見直し、仕事の振り分け、行事・活動の見直し、職員会議の短縮等） 

 子育て支援制度の見直し(例：業務の分業のための派遣制度)  等 

 

園同士の連携のために 

 園長会を組織する 

 情報共有のしくみをつくる（情報公開、ネットワークづくり、職員への周知徹底等） 

 保育士不足への対応（採用活動への支援、特色ある園運営を行い、内外にしっかりアピール等） 

 園同士の交流(子ども)のための運搬方法（移動手段の確保等）  等 
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